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第６回 処理水の取扱いに関する宮城県連携会議 議事録 

 

日 時  令和４年９月１７日（土）午前１０時～午後０時２０分 

場 所  宮城県庁２階 講堂 

 

【司会（宮城県原子力安全対策課 八鍬 原子力防災対策専門監）】 

それでは定刻となりましたので、ただいまから第６回「処理水の取り扱いに関する宮城県

連携会議」を開催いたします。 

本日の会議は公開としております。報道機関が会場に入るほか、Ｗｅｂによりライブ配信

をしておりますので、ご了承願います。 

はじめに、村井知事より挨拶を申し上げます。 

 

【宮城県知事 村井嘉浩】 

最初だけ立ってご挨拶させていただきます。 

本日は大変ご多忙の中、第６回「処理水の取り扱いに関する宮城県連携会議」にご出席を

いただきまして誠にありがとうございます。また、関係省庁並びに東京電力ホールディング

ス株式会社の皆様におかれましては、ご来県いただきまして誠にありがとうございます。 

前回第５回の連携会議では、国が取りまとめた当面の対策等に対する連携会議からの意

見・要望への対応状況を中心に、国と東京電力から説明をいただきましたが、私から、国と

東京電力から必要な支援策や、更に踏み込んだ提案をいただけるよう、県が先頭に立って調

整していくと申し上げ、構成団体の皆様と今後の対応を確認し合ったわけであります。 

以降、県では引き続き、海洋放出以外の処分方法の継続検討を求めるとともに、これ以上

県民が不利益を被ることがないよう、より具体的かつ効果的な風評対策等について、国及び

東京電力と鋭意協議を重ねてまいりました。 

そうした中、国は先月下旬、「対策の強化・拡充の考え方」を取りまとめ、「行動計画」を

改定して、所要の経費を国の令和５年度予算概算要求に盛り込んだと伺っております。 

本日は、国と東京電力から対応状況をご説明いただきますが、これまで県が協議してまい
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りました事項が、どのように反映されているか、しっかり聞かせていただき、その後、意見

交換をさせていただきたいと考えております。 

風評被害への懸念に対する取り組みが、確実にそして目に見える形で加速度的に実施さ 

れていくことを切望し、開会にあたっての挨拶といたします。 

限られた時間でございますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

【司会（八鍬 原子力防災対策専門監）】 

本日の出席者につきましては、お手元の出席者名簿のとおりとなってございます。恐縮で

はございますが、お一人ずつのご紹介は割愛させていただきます。また、一部の関係省庁の

ご担当の方は、リモートによりご参加いただくこととしておりますのでご承知願います。 

続きまして、議事に入ります。本連携会議の座長であります知事に、進行をお願いいたし

ます。 

 

【座長（村井 知事）】 

はい。それでは次第に沿って進めさせていただきます。 

始めに、議事（１）風評対策等の協議事項について、事務局から説明してください。 

 

【事務局長（佐藤 復興・危機管理部長）】 

はい。それでは事務局から、国、東京電力との協議状況につきまして、ご説明申し上げま

す。大変恐縮ですが、着座にて失礼いたします。 

お手元の資料Ａ４の２枚ものがございます。Ａ４横２枚もの右肩にですね、「連携会議資

料」と書いてある資料でございます。 

１ページ目には、経緯を記載しております。中ほど、昨年１１月に開催いたしました第４

回連携会議では、構成団体の皆様からいただきましたご意見・ご要望を国と東京電力に申し

入れました。その際、座長であります知事が、その内容を取りまとめまして、①の海洋放出

以外の処分方法の継続検討をはじめ、記載のとおり特に５点を強く申し入れております。 

その下、今年３月に開催いたしました第５回の会議では、第４回会議で申し入れました意
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見・要望に対する、国と東京電力の対応状況について説明をいただきましたが、構成団体の

皆様からは、更に踏み込んだ対策が必要である、風評は既に始まっている、などのご意見を 

頂戴しております。 

そのため、その後、連携会議構成団体の皆様のご意見を確認させていただきながら、県が

先頭に立って、より具体的、効果的な対策を国、東京電力と協議してまいりました。 

さらに、知事による政府への要望や、関係大臣への要望なども実施してまいりました。 

２ページをお開き願います。２ページから３ページにかけまして、これまで、個別具体に

協議してまいりました事項を記載しております。 

まず、上からになりますが、「将来にわたる事業の継続・拡大に繋がる支援」でございま

す。左側に整理番号の数字が振っておりますので、この数字でご説明いたします。 

左側１番、がんばる漁業復興支援事業の実施・延長・拡充。 

２番、被災海域における安定的な種苗放流体制の維持、新規放流種苗生産に向けた支援の

継続と拡充。 

３番、漁家子弟等を含め担い手を対象とした漁船・漁具のリース、がんばる漁業の創設に

よる若手自立支援。 

ここまでが、この１、２、３が主として、来年度令和５年度予算事業への反映を求めたも

のでございます。 

整理番号４以下は、既に設置されております処理水対策基金などを活用した支援を求めた

ものでございます。 

４番目、水産物の取扱拡大のための取組を行う市場
い ち ば

の水産卸・仲卸業者への支援として、

魚市場
うおいちば

のイベントや水産加工会社、仲
なか

卸
おろし

市場
い ち ば

のフェア開催に対する支援、消費者への積極

的なＰＲ。魚市場
うおいちば

が行う他県船の理解醸成に向けた取組への支援。消費地
しょうひち

市場
しじょう

が連携した県

産水産物のＰＲ。 

５番、鮮魚等を量販店・専門鮮魚店等を通じて販路促進を行う取組支援として、県産水産

物の流通が止まることなく、適正価格で流れるための支援。大手外食チェーンでの県産水産
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物を使用したメニューの開発。底物
そこもの

のＰＲとＰＲ用の魚の買付支援。カキ等の県産水産物輸

出拡大への支援。生産者支援としての量販店フェアの実施。 

６番です。水産関係資金無利子化事業として、補助事業の自己負担分の５年間返済猶予と、

その間の利子に対する補助の実施。 

７番、水産物の需要減が生じた場合の支援策の加工業者・消費地
しょうひち

魚市場
うおいちば

への適用。 

８番、漁業グループへの省エネ機器や生産性向上に資する機器等の導入支援。 

３ページにまいります。 

９番、荷さばき施設等の共同利用施設の整備に必要な支援として、調整保管用冷蔵庫の新

設。備蓄倉庫の新設。 

１０番、県内農林水産物等の国内外市場動向の風評影響調査の実施。 

１１番、教育旅行誘致の取組支援として、モニターツアー支援、マッチング支援、バス助

成等の取組支援。 

１２番、輸出の継続・拡大に向けた支援として、海外での県産品の風評抑制、農林水産物

の安全性啓発、販売促進の支援。 

１３番、東京電力グループ独自の県産品等需要創出取組の促進として、グループネットワ

ーク等を活用した県内農林水産物の販売促進、社員食堂での県産品の恒常的使用、県内観光

誘客の促進。 

次に、分かれまして、「徹底した安全対策による安心の醸成」でございます。 

１４番、消費者が安全性や産地の情報等を確認できる取組の支援として、首都圏を含む全

国での宮城のイメージ向上のため各種メディアを活用したＰＲの年４回実施。政府や東京電

力などの関係者による県産品等の積極的な消費と口コミによる情報発信。ＩＡＥＡ等による

安全性の確認と国内外に向けた正確な情報発信。一般消費者を交えた説明会・意見交換会の

実施。広域でのモニタリング調査やデータの適時公表等による安心・安全の証明。処理水で

養殖する魚類を活用した安全性のＰＲ。 

１５番です。国、東京電力による関係者への丁寧な説明、国民・国際社会への理解醸成の

取組促進、国内外市場の実態を踏まえた取組による風評抑制、並びにこれら取組の成果報告。 
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最後になりますが、「風評被害への対応」でございます。 

１６番、昨年末に公表された行動計画等において策定するとされておりました、地域・業

種の実情に応じた賠償基準について、その工程見通しの提示を行うとともに、被害を受けた

全ての方が迅速かつ確実に損害賠償を受けられるよう早期の基準提示。 

以上１６の項目について、協議してまいりました。本日は、国と東京電力から、これら協

議事項に対する対応の状況をご説明いただくこととなっております。 

事務局からは、以上でございます。 

 

【座長（村井 知事）】 

はい。それでは次に、議事（２）協議に対する対応について、国と東京電力から対応状況

をご説明いただきたいと思います。 

それでは最初に、国の対応状況について、内閣府の須藤
す ど う

 福島原子力事故処理調整総括官

に説明いただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

【内閣府 須藤 福島原子力事故処理調整総括官】 

ご紹介をいただきました内閣府の須藤と申します。経済産業省の役職も兼ねております。 

今日は、皆様からいただきましたご意見についての反映状況を、少し長めにお時間を頂戴い

たしまして御説明をさせていただきます。大変恐縮でございます。着座にてご説明をさせて

いただきます。 

お手元にございます「国資料」をご覧いただければと思います。 

ページをめくっていただきまして 1ページ目が、これまでの経緯でございます。 

昨年の５月１１日に、この連携会議の第１回目が行われて以降、皆様から様々なご意見、

或いはお叱り、ご要望を頂戴してまいりました。 

ご紹介がございましたように、第５回宮城県連携会議では、これまでの検討状況について

の意見交換をし、また、連携会議として取りまとめをいただいたところでございます。 

その後、正に県からも様々な形でご要望いただいておりましたし、或いは村井知事には関
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係各大臣に強く申し入れをされるというようなこともございまして、私ども宮城県の連携会

議のお声を、今回の予算要求過程、政策策定過程の中で、様々念頭に置きながら、対策をつ

くり上げてきました。 

今日、第６回目は、この反映状況をご紹介するという会議でございますので、私どもの検

討の状況、更には、制度ができたら良いとか、予算がついたら良いということではないと思

っていますので、実際の成果を、効果的・効率的な成果を示していかなければならないと思

いますので、今後具体的な動きを是非つくっていきたいと思っておりますので、忌憚のない

ご意見を頂戴できればと思います。 

２ページ目は協議事項の一覧でございますので、これは説明を割愛させていただきます。  

３ページ目ですが、今日の見出しを書いておりますが、１ポツで協議事項の対応状況につ

いて、概要をご説明申し上げました後に、２ポツで幾つかのスライドを使いまして、具体的

なイメージがお伝えできればと思いまして、スライドを用意しておりますので、こちらでご

説明をさせていただきます。 

４ページ目以降が、正に協議事項への対応状況でございます。下の表をご覧いただきたい

と思いますけれども、表の左側にありますナンバーが、先ほど、復興・危機管理部長からご

紹介がございました協議事項の番号でございます。これと対応させておりますので、それぞ

れについて要望内容と対応状況をまとめております。 

ざっとご紹介を申し上げます。１、２、３は水産関係、漁業関係でございますけれども、

がんばる漁業につきましては、がんばる漁業を継続することに加えまして、宮城県の主力で

あります養殖転換といったようなことを追加拡充していくことを要求しております。また、

運用改善も図っていければと思います。種苗につきましても支援を継続するとともに、魚種

の追加など要望を踏まえて拡充を検討してまいります。また、漁業にとって一番重要であり

ます担い手の部分、こちらにつきましても、これまで福島で講じていた施策を宮城にも展開

するなど、対策の拡充を図っております。詳細は、また後ほどご紹介をさせていただきます。 

次の５ページをご覧いただければと思います。こちらは、魚市場、或いは消費地市場とい

ったところの対応が中心でございますけれども、イベントの実施、或いは県産水産物のＰＲ、

或いは海のエコラベルと言われておりますＭＳＣの取得支援といったご要望がございまし
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た。 

上の二つにつきましては、実際にイベントを行っていくということを開始しております。

まだまだ駆け出しではございますけれども、具体的な案件を進めていければと思っておりま

す。一番下になりますけれども、水産エコラベルの認証取得支援事業について、コンサルテ

ィングの実施などを行ってまいります。 

次の６ページでございます。こちらも水産を中心としたものが並んでおりますけれども、 

底物の未利用魚ですね。キチジなど未利用魚を含むということでございますけれども、これ

は広域浜プランの緊急対策支援事業をはじめとして、実施をしてまいります。また、基金事

業も開始をしているところでございます。それから、生産者支援としての量販店のフェア、

こちらも具体の案件をどんどん動かしていければと思います。同じく、大手外食チェーンの

関係、これは復興庁が行っております地域復興マッチングの「結いの場」においてのマッチ

ングを行ってまいります。 

それから、下から２段目になりますけれども、学校給食・社食、これは安定した供給先が

必要になってくるということでございまして、それぞれ地元水産物等の提供を行っていくと

いうこと。特に社員食堂につきましては、経済界等の協力を得まして、宮城の産品がきちん

と売れていく。これは水産物だけではなくて、農産物を含めて様々な形で魅力を伝えていく。

こういう取り組みを行っております。これについては、東京電力を含めて実施をしてまいり

ます。 

７ページ目でございます。こちらにつきましては、輸出を含めた魅力発信、販路拡大が、

上二つで並んでおります。カキなどの県産水産物の輸出拡大への支援、或いは海外に、安全

性について啓発をして、販売促進を図っていくというようなこと。こちらについては右側を

ご覧頂ければと思いますけれども、海外輸出に対するハンズオン支援の実施。下線を引いて

いるところでございます。或いは海外バイヤーに実際に宮城に来てもらう。こういうような

ことを実施していきます。 

それから６番目、これちょっと毛色が違いますけれども、設備投資をした後の、自己負担

の５年分返済猶予になっていたのが、そろそろ返済始まってくる。一方でコロナというよう

な情勢もございますので、返済についてはですね、柔軟な対応を行っていくということを開
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始しております。 

それから、次は基金の関係でございます。買い受け済みの原料等を対象にして欲しいとい

うことでございましたけれども、処理水によって値段の変動が起きた時に、一時的な冷凍保

管をするとか、こういうようなことについての運用については、申請受付開始に向けまして

最終調整を行っているところでございます。 

駆け足で恐縮でございます。８ページ目をご覧いただきたいと思います。これについては、

省エネ機器等の設備投資関係が上三つの段に挙がっております。右側にそれぞれ対応する予

算、或いは事業が書かれておりますけれども、これらにつきましては、正に具体的な案件を

つくっていくところが大切でございますので、この制度の活用を是非行っていただければと

思います。 

それから４段目１０番と書いてあるところでございますけれども、風評影響が起きている

か起きていないかということについては、いち早く正確に把握をしていく必要があるという

ことで、この連携会議からご要望いただいておりましたけれども、風評影響調査を実施して

いきます。 

それから一番下ですけれども、教育旅行といった観光関係ですね。風評影響を懸念される

ということがございました。これらについては、教育旅行についてのプロモーション、或い

は影響が心配されるマリンレジャーについてのブルーツーリズムの支援事業を開始してい

るところでございます。さらに、中小企業対策でも使えるものは是非使っていただきたいと

いうことで、幾つかこの後、事例をご紹介させていただきます。  

９ページ目にまいります。９ページ目は、主に安全対策、これも安全というだけではなく

て、安心につながる発信をしなさいというのが連携会議からのご意見でございました。 

１４番目で書いてございますのは、ＩＡＥＡ、国際原子力機関ですね。これらによる安全

性の確認、或いは国内外に向けた正確な情報発信を行ってまいります。さらに、分析が適切

かどうかというところも、きちんとチェックをしてもらうということを行っております。ま

た、安全性の分かりやすい発信ということで、処理水で養殖をする取組についても、後ほど

調整の状況をご紹介申し上げます。そして何より影響が出ていないということを、はっきり

測っていくモニタリングを充実していく。さらに、データを適時公開していくということ。
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これについても、測るだけではなくて、わかりやすい情報発信まで含めて実施をしてまいり

ます。 

次の１０ページでございます。これは、特に全国への情報発信、或いは一番下は国内外へ

の情報発信ということでございますけれども、一番上の段では宮城県のイメージ向上のため

のＰＲ対策ということで、テレビ番組をつくっていくことなどの記載をしております。 

 さらに、意見交換・説明会については、これ車座的に行っていければと思っております。

もっと充実していければと思っております。 

１５番目、これも後ほどご紹介をさせていただきたいと思いますけれども、国内外への説

明を特に、この年後半については、力を入れて行なっていければと思っております。 

最後が賠償の関係でございます。これも後ほどご紹介をさせていただきますけれども、一

言で言えば年内を目途に、地域や業種の実情に応じた賠償基準を取りまとめて公表をしてい

く。東京電力から公表していくように国としても、しっかり前面に立って取り組んでまいり

ます。 

概要で、文字でご説明をいたしましたので、幾つかスライドでご紹介をしてまいります。 

１２ページは見出しですので省略をして、１３ページでございます。これは振り返りとい

うことで、敢えてご紹介をさせていただきましたけれども、第５回連携会議でお示しをした

ものでございます。このページの下の段の方に、様々なご意見をいただいて、こういうご意

見を、これから検討を進めてまいりますということでご紹介しましたけれども、正に皆様方

からいただいたものを、しっかり受け止めながら、キャッチボールしながら、対策を組んで

いければということで行ってきたものでございます。 

１４ページ目以降が、具体的なところでございます。１４ページについては、水産関係の

ご紹介になります。左側が今年度、令和４年度の予算、右側が拡充をして８月末に予算要求

を行ったところでございます。①をご覧いただきますと、赤字でがんばる養殖支援事業と記

載がございます。宮城にとっての主力の一つである養殖についても、きっちり対象にしてい

くということ。それから（１）でございます。収益性１０％以上向上を目指すとありますが、

これは不漁魚種だけが今まで対象でございましたけれども、それ以外を含めて、対象にして

いく、或いは養殖の方々が正にがんばる養殖ということで、養殖の転換等を行っていくとい
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うことにつきまして、今までの福島スペシャルだったものを、宮城を含めて近隣県に展開を

するということにしております。それからその下は、正に県からのご提案がございましたけ

れども、養殖業において、若手の担い手が自立していく場合や、新たな取組等について支援

対象とする。始めた時はどうしても赤字が出ますので、この辺の対応をどうするかといった

ところを検討してまいります。 

②の種苗につきましては、予算額そのものが拡充されておりませんけれども、これから具

体的に、運用の中で皆様と調整を進めさせていただければと思っております。 

さらに、③の福島県次世代漁業人材確保支援事業が、右側の③では被災地次世代と変わっ

ておりますけれども、様々な形で、後継者、担い手の確保を応援しようということでござい

ます。これまでは、対象にしておりました漁家子弟、漁師さん達の息子さん娘さんも長期研

修の対象にする。或いは最初入った時に、いきなり船を買う、漁具を買うのは難しいという

のがありますので、リース方式を対象にするということを行っております。 

１５ページ目が、風評対策の基金の活用でございます。これについては、少し事例でご紹

介させていただければと思います。１５ページ目は割愛させていただいて、１６ページ目で

イメージをおつくりいただければと思います。 

１６ページ目の下左側は、シーフードショー大阪、震災・原発事故以降ですね、関西への

売り込みがなかなか難しくなっているという状況をお聞きしております。今年の４月に大阪

で行われております、プロ向けの商談会ですね。こちらへのご出展のサポートをさせていた

だきましたけれども、来年は２月に予定をされております。是非、宮城県の皆様にも、参加

をしていただければと思います。出展者からは、「新たな関西地方の顧客を持つきっかけに

なった」といったようなお言葉も頂戴しているところでございます。また右側は、東京で行

われているものです。日本最大のイベント・シーフードショーと言って良いかと思いますけ

れども、こちらについても、宮城県など具体的に出店をいただいて、その後の商談に繋げる

ということを行っております。 

それから１７ページ目、１８ページ目は、一つのものでございますけれども、若い方を含

めて、首都圏で宮城のお魚の、或いは食品の魅力を感じていただくということで、例えば、

よみうりランドで、宮城を含めまして被災地の食材の魅力の発信を行う、若い方々に魚を食
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べていただく。こういうことを具体に行ってまいります。こちらについても、宮城県からご

参加をいただく予定としてございます。 

１９ページ目でございます。基金で、この大消費地のイベントのご紹介をさせていただき

ましたけれども、今後の取組のイメージですが、見本市などでのイベントの出展支援、それ

から、企業の食堂等への水産物等の提供の推進ということで、今から企業の方々に社員食堂、

或いは贈答品で、宮城の水産物、或いは食品をしっかり扱っていただく。或いは流通小売業

者と連携した取組を行っていくということを進めていければと思っております。 

２０ページ目でございます。これもご要望ございましたけれども、ＭＳＣ認証、海のエコ

ラベルと言って良いかと思いますけれども、色んな所でこういうものが使われていきますの

で、これを取っておくということがビジネスにお役に立つ部分が大きいと思いますので、こ

の取得のセミナーですとか、コンサルを実施していきます。さらには、未利用魚・低利用魚

の活用です。今日は、地元紙でアカモクを使った新商品の例が出ておりましたけれども、様々

な取組を具体化していければと思っております。 

それから２１ページ目でございます。これは水産以外も含めて、農業ですとか、観光です

とか、もちろん使えますけれども、中小企業施策におきましても様々な事業展開を行う方々

への応援策がございます。これも、宮城県でも政策の説明会等させていただいておりますけ

れども、正に、実際のつくり込みが大切になってくるところかと思います。「こんなこと考

えているのだけれども」というのをお気軽に相談していただけるような体制をつくっていき

たいと思っております。私ども経済産業省でももちろん受けますし、これからご紹介させて

いただく中小機構等でも、専門家派遣、アドバイザー派遣等を行ってまいります。 

２２ページ目は、先ほど社員食堂の例をご紹介いたしましたけれども、学校給食でも、子

どものうちから宮城の美味しい食材を食べていただく。こういうところについて、お手伝い

をしていければと思っています。購入単価が学校給食と合わないような場合がございますの

で、こういうようなところについても、国としてきっちり応援をしていければというように

思っております。 

それから２３ページ目は、これは宣伝になって恐縮でございますけれども、先ほど中小企

業の採択事例をご紹介させていただきました。宮城県内でも、まだまだ採択されている方い



12 

らっしゃいますけれども、もっともっと多くの方に使っていただきたいと思っておりまして、

無料でアドバイザーを派遣するというような事を、中小機構、或いは輸出を狙っている、今、

円安で輸出しやすい環境にはなってきておりますので、これを狙う方々には、個別に専門家

派遣を行いまして、ハンズオンで対応していくということを行ってまいります。現在も行な

っておりますし、これからも強化をしてまいります。 

２４ページ、２５ページが、流通関係でございます。やはり今後の将来に向けての皆様の

ご不安は、流通業界が変わらず宮城のものを扱ってくれるのかどうかというところのご関心

があろうかと思っております。私ども、特に力を入れて流通業界とのコミュニケーションし

ております。色んな形でヒアリングをし、流通業界にとっての懸念は何になるのかというと

ころを聴きながら、流通業界が求める情報を提供していければと思っておりますし、良くな

いことでありますけど、仮に買いたたきのような動きがあった場合も、しっかりヒアリング

をさせていただくということを考えております。 

それから２５ページ目は、冒頭でもご紹介しました風評影響についての調査です。これを

しっかりやっていくことで、対策に繋がっていくということがございますので、２５ページ

の真ん中から下、調査の概要のところですけども、農林漁業、観光、加工、流通、小売りな

ど幅広い業界を対象にして、風評の影響が起きていないかを調査をしていく。それを政策に

役立てていくということをしてまいります。 

それから２６ページ目は、教育旅行の関係でございます。これも第５回連携会議でご紹介

した部分と重なりますが、教育関係者を対象としたモニターツアー、或いは教育旅行のため

のプログラムの磨き上げ、そして修学旅行の実施等に係る情報提供、引き続き、こういった

ところを強化して、地道な活動にはなっていくと思いますけれども、しっかり教育旅行の誘

致に繋げていければと思っております。 

２７ページ目、２８ページ目が、ブルーツーリズムの関係でございます。海の観光につい

ても、これからご懸念があるところかと思いますので、そのための受入環境の整備、或いは

プロモーション、或いはコンテンツ・旅行商品をつくっていく、或いは認証を取るというよ

うな事を支援する制度が観光庁によって設立されております。 

２８ページ目が、第一次公募の結果でございますけれども、２、３、４、５とそれぞれ宮
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城県内で採択をされております。様々な形で、こういう観光関係の支援策についても是非ご

活用いただければと思います。 

それから２９ページ目が、万博の関係でございます。ちょっと気が早いと思われるかもし

れませんが、２０２５年に万博が行われます。復興オリンピックが２０２１年に行われまし

たけれども、残念ながら無観客の試合が多かったというようなこともございました。 大阪・

関西万博についてはですね、多くの方々のご来場が想定されますので、こうした場で宮城の

復興や食文化の状況を発信したり、或いは最新技術を発信するというようなことのつくり込

みを、これから本格化してまいりますので、是非、万博を宮城の情報発信・魅力発信の場と

してお使いいただければと思います。 

駆け足の説明が続いて恐縮でございます。 

３０ページ目以降は、安全対策についてのご紹介でございます。こちらについては、これ

までのご説明と少し重なるところもありますので、駆け足のご説明になってしまいますけれ

ども、３１ページ目が、ＩＡＥＡ、 国際原子力機関が日本に訪問をしたということでござ

います。これには、この専門家の中には、中国、韓国、ロシアといったところの、専門家も

入って結論を出しています。 

３２ページをご覧いただきますと、ＩＡＥＡが４月に報告書を出しています。報告書のポ

イントの、２）でございますけれども、設備の設計と運用手順の中で的確に予防措置が講じ

られているということを確認したと。或いは、３）では、人への放射線影響は規制当局が定

める水準より大幅に小さいということ。或いは、４）では、現実に即した評価や説明の追及

を求めるということで、例えばその下に、米印の下に二つ、ポツが書いてありますけれども、

少し技術的なことになりますけど、処理水に含まれる核種、放射性物質の種類について、影

響を必要以上に高めに見積もっていると。理解を得ようとしてやったのかもしれないけれど

も、より危ない方向に振れ過ぎていて、現実に即した評価をする方が良いというようなご指

摘もいただいています。こういうＩＡＥＡの指摘も踏まえて、私どもの方で評価をより精緻

化をしていくという作業をしています。 

それから３３ページ目でございます。ＩＡＥＡ以外のところもというご発言も連携会議の

中でございましたけれども、この分析能力について、私どもなり、東京電力が測った分析能
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力が、国際的に見て妥当かということで、国際的な分析機関間での能力の比較をするという

ことで、外国も入った形で、私達の分析が適切かを見てもらうということも始めております。 

３４ページ目は、日本の話でございますけれども、原子力規制委員会で、かなり細かくご

審査をいただいたというご紹介でございます。 

３５ページ目まいります。わかりやすい情報発信ということで、この後、東京電力からも

紹介がありますが、お魚を飼ってみるということをやっていこうと思っております。これま

で練習を積み重ねてきておりまして、９月下旬頃から、海水で希釈したＡＬＰＳ処理水での

飼育試験にも着手をする予定でございます。左下にございますヒラメ、アワビ、アオサでの

飼育実験をしていく。この結果を包み隠さず発信をしていく予定としてございます。 

３６ページ目は、モニタリングです。これは第５回の連携会議でご説明した資料が元にな

ってきておりますけれども、海の水、福島から流れてきたものをちゃんと宮城の県境でも測

りますということに加えまして、左下の方です。水生生物、或いは水産物のモニタリング、

お魚は泳いでいきますので、宮城を含めてきっちり測っていく。その際トリチウムも測定の

対象にしていくということで取り組んでいきます。結果はもちろん公表していくのですが、

今日ご紹介したかったのは３７ページ目であります。結果で何ベクレル出ましたなどと言わ

れても、それがどういう意味を持っているかというのが、なかなか難しいところがございま

す。左下①でありますけど、わかりやすいホームページ、環境省さんの下で関係各省が色々

測りますけれども、これをわかりやすいホームページとして発信をしていく。さらに、②で

ございます。流通業界の方々に、きちんとこのモニタリングの数値の意味合いをお伝えして

いくということが重要かと思っておりまして、流通・小売業界の方々向けのシンポジウム。

トリチウムってどういうものだろうかとか、関係機関がどうやって測っているかとか、こう

いうようなことをお伝えして、変わらず取引を行っていただけることを目指しております。 

３８ページ目でございます。外部の目でのチェックの徹底ということで、これは国際機関

にも見てもらいます。或いは日本の放射線の関係でのプロでありますＪＡＥＡにも見てもら

います。そして地元の皆様方にも、是非立会い、或いは視察をしていただければと思ってい

ます。宮城県内からも、第一原発ご視察いただく例が多々ございますけれども、ご関係の皆

様に第一原発をご視察いただいたり、或いはそのサンプルを取るところに立会っていただく
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というような機会を、是非設けていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

３９ページ目以降が、広報の関係でございます。３９ページは、色んな広報コンテンツを

つくっておりますということです。動画をつくったりパンフレットをつくったりということ

でございますが、つくるだけでは伝わっていきませんので、４０ページでございます。新聞

広告です。これはご当地の地元紙を含めまして、被災地の関係でご覧をいただいております

ような広告、或いは全国の地方紙に新聞広告を出したり、新聞広告の右側の方が、これフィ

ナンシャルタイムスに復興庁が出したりというような形で、具体的に見ていただくような広

報を意識してございます。 

４１ページは、Face to Face での発信でございます。各地での説明会、政府方針を決め

た後、説明会・意見交換７００回以上行ってきておりますけれども、一例だけご紹介いたし

ます。これ福島の事例で恐縮ですけれども、現地イベントの参加ということで、全国のサー

フィン大会を、３年連続、福島で行っていただいております。最初は色んなご不安の声があ

りましたけれども、今は出席者も倍増してくる。同行者とか家族含めると、上記の期間中に

２，０００名程度が参加をしているというような事例にもなってきています。こういう海の

イベントや、或いは高校生への出前授業といったような形で、様々な形で対面での情報発信

も図っていければと思っております。 

次の４２ページがですね、今年後半に集中的に行っていくものでございますけれども、全

国の地上波でのテレビＣＭ、或いは全国紙での新聞広告、或いは最近ネット時代でございま

すので動画共有プラットフォーム、こういったところでのＷｅｂ広告の掲載。さらには、赤

い枠で囲っておりますけれども、宮城県の魅力や復興の現状を伝える番組を作成・発信をす

るというようなことを行ってまいります。これまでのご要望の中で、水産関係だけではなく

て、宮城県全体の魅力を発信して欲しいというようなこともございました。 こういうとこ

ろは、しっかり取り組んでまいります。 

その他４３ページ目では、車座での意見交換なども強化をしていきたいと思っております。

これまでもご紹介いただいたりしておりますけれども、例えば、「うちの青年部が少し話聞

きたいと言っているから来てくれ」などは、喜んでまいりたいと思いますので、是非機会が

ありましたらお知らせいただければと思います。 
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それから４４ページ、これも宮城県内からかなり大きな声をいただいているところでござ

います。輸出規制の関係でございます。事故後、輸入規制をしていたところが５５だったの

が、今１２になってきております。下側には、赤字で書いてありますようにインドネシアと

かイギリス、台湾といったところで、規制撤廃、或いは大幅な緩和が行われてきております。

これについては、引き続き情報発信を続けていく。外務省さんも、非常に精力的に動いてい

て、大使館での情報発信等行っております。或いは外国プレスへの情報発信ということで、

４５ページにございますけれども、各国政府への包括・個別の働きかけ、或いは外国のプレ

スへの情報提供などを行っております。連携会議でもご指摘ございました、規制撤廃されれ

ば良いという問題ではなくて、規制撤廃後も忌避する動きと言うのでしょうか、忌避するそ

のイメージがあるのが問題であるということがございました。一例ですけれども、例えば香

港とかでは、総領事館をヘッドに、例えばジェトロが集まったり、或いは日本食の関係者が

集まったりして、様々な形で情報交換をしています。世界各地で、特に今、香港を例に挙げ

ましたけれども、主要な輸出先での規制云々の前に、ちゃんと流れていく、そういうところ

のお手伝いはですね、是非強化をしていきたいと思っております。 

４６ページ目が、賠償の関係のお話でございます。これは、冒頭でもうご紹介をしてしま

いましたけれども、左側ご覧いただければと思います。これまでの取組ということで、期間、

地域、業種を画一的に限定することなくというのが、政府方針のポイントでございました。

処理水の放出、長く続きます。処理水の放出から５年経ったからもう知らないということは

ない。期間は限らない。それから地域、福島以外は関係ないということは言わない、言わさ

ない。宮城で被害が発生すれば、賠償の対象にする。業種についても同じでございます。水

産関係以外でも、発生をしたら実態に見合った十分な賠償を行うということです。それから

二つ目が、被害の立証責任。これも多くご意見をいただいたところでございます。色んなご

意見の中で、我々が被害者なのに、いっぱい必要な書類を求められたというご批判をいただ

きました。これについて今後の対応ということで、政府と東京電力において賠償基準の策定

に向けて、引き続き、意見交換、調整を進めさせていただければと思います。国も前面に立

ってということで、東京電力と一緒に回らせていただく機会、多々つくっております。一番

下にありますけれども、年内を目途に、地域・業種の実情に応じた賠償基準を取りまとめて
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公表してまいります。 

最後でございます。将来技術を追求していく。他の方法をというお言葉ございましたけれ

ども、海洋放出される部分を何とかして減らしていくための努力というのは、継続的に続け

てまいります。 

４９ページ目で書いてありますのが、トリチウムの分離技術です。これは第一原発のタン

クに溜まっている水に含まれる程度のトリチウムを分離する技術で、実用的な技術は、残念

ながら今のところありませんけれども、その芽、理論的にできそうなものについては、今１

４の提案を選定しております。今後、フィージビリティスタディなどを続けていきながら、

技術の追求を進めてまいります。 

それから５０ページ目、そもそも、汚染水が発生するから処理をしてタンクに溜めるとい

うことになっておりますので、汚染水抑制の対策についても、進めてまいります。ピーク時

には、月平均ですけど５４０あったのが、今は１日１３０㎥、１３０トンになっています。

昨年は、一昨年より雨が多かったのですけれども、一昨年よりも汚染水の発生量は減ってお

ります。ただ、これで満足をしているレベルではないと思っておりますので、減らすための

努力を続けてまいります。 

以上、長い時間かけて恐縮でございましたけれども、皆様からいただきましたご意見をこ

のような形で調整してまいりました。これから具体化をしていく、実際に動いていくことが

大切かと思っておりますので、様々ご意見を頂戴いたしまして、磨き上げを図っていきたい

と思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

【座長（村井 知事）】 

ありがとうございました。これまで県が協議してまいりました事項について、ご説明をい

ただきました。 

支援継続・拡大などの説明があったかと思います。ただ今説明いただいたことに対しまし

ての評価、ご意見、ご質問をいただきたいと思います。 

なお、東京電力からの説明、意見交換は、国との意見交換後に行いますので、東京電力に 

対するコメントは後ほどいただきたいと思います。 
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恐れ入りますが、こちらから順に指名をさせていただきたいと思います。それでは、まず、

はじめに、宮城県漁業協同組合の寺沢
てらさわ

代表理事組合長お願いいたします。 

 

【宮城県漁業協同組合 寺沢 代表理事組合長】 

宮城県漁協の寺沢でございます。 

今説明をいただきまして、須藤さんには誠にありがとうございます。 

前回からですね、知事の方からも色々助言をいただいて、もう少し具体的なということで、

前回５回からで今回で６回目ということになりますけど、確かに我々がお願いしていました

と言いますか、やる側の責任としてですね、以前から示された中でやはり具体性に欠けると

いうことで以前から言わせていただいている中で、今回ある程度一歩前進したような中身に

はなっているのかなとは理解をしております。 

ただそういった中で、いくらこういった対策であったり色んなものを、こういったペーパ

ーというか説明をいただいてもですね、それはもうはっきり言うと放出、我々はあくまでも

反対という立ち位置は変わるものではないのですけども、そういった中においても、海洋放

出に向けて地元の色々な承認なんかが進み、もう放出に向けて工事が始まっている中で、や

る側のスケジュールが進んでいく中で、中々、我々の思いであったり、そういったものがこ

う反映された対策ができていないって中で、正直言って我々だけなんか時間が止まっている

ような認識でありました。 

せっかくこういった形で、政府並びに東電さんの方も内容を精査しているのであれば、も

う一日も早くそれを現実的にしっかりと目標を定めて、もう執行と言いますか、現実によく

色んな対策を、実際はそれでも不安に思っている漁業者であったり、そういった方の不安を

払拭するために、もう今すぐにでも、明日からでも対応をできるような中身について今後具

体的にお示しいただければと思います。 

この後に東電さんから色々説明はあるかと思うのですけども、最近また東電さんの管理で

あったり、色んなコントロール、そういった部分でまた不手際があったりという情報もきて

いますので、実際そういったことを踏まえれば、やはり今後海洋放出が、もしやられれば、
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３０年４０年と長いスパンになります。 

そういった先を考えれば、やはり我々としては、余程、このなりわいの維持、宮城県漁協

の組合員も７，５００名弱いらっしゃいます。そういう中で、従業員、家族含めれば何万人、

我々としてはそういった方々の生活を支える義務があります。 

それがですね、一方の事業であったり、今、企業ですか、国が決めたことに対して実際漁

業者は、何の落ち度もない漁業者が決して不利益を被ることのないように、そこは是非徹底

していただいて、皆さんが将来に向け安心してこの漁業のなりわいを継続できる。そういっ

た流れというものをつくっていただきたいと思います。 

私からは以上です。 

 

【座長（村井 知事）】 

はい。どうもありがとうございました。 

次に、宮城県沖合底びき網漁業協同組合の鈴木
す ず き

代表理事組合長、お願いいたします。 

 

【宮城県沖合底びき網漁業協同組合 鈴木 代表理事組合長】 

宮城県沖合底びき網漁業協同組合長の鈴木でございます。  

さっき、寺沢組合長もおっしゃったように、海洋放出ということは私達漁業者からすれば、

到底容認できるものではございませんけれども、色んな今まで国で私達それに代わるものを

「がんばる漁業」とかでやらせてもらって、なんとかやっておりますけれども、９月、今年

の９月５日に水産庁に関係する宮城沖底、宮城近底、福島相双地区、いわき地区の人達が集

められて、次回の「がんばる漁業」の取り組み方、或いは水産庁の考え方なりを説明してい

ただいたのですけれども、宮城沖底については令和６年度からを考えているっていう。そう

いうふうな、令和６年４月から考えているということで室長さんからそのようなことでお話

があったのですけれども、私達とすれば何で宮城沖底だけ令和５年の９月からできなくて、

海洋放出が来年の６月にも始まるという時期に、始まってから様子見て宮城沖底を「がんば

る」やらせるかっていうふうに、今までは室長さんに一生懸命援護射撃してもらって、宮城
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３回目をやれるように私達も土壌調整しますからということで後押ししてもらったのです

けれども、今回についてはどうもそういう宮城沖底だけは令和６年の４月からやったら良い

のじゃないかっていうふうなこと言われて、私達地元に帰って沖底の組合員にお話ししまし

たら、何でそんなことになっているのだと。苦労しているのは私たち漁業者で沖底漁業者が

一番困っているのじゃないかということで、もう一回、国なり全底連なりにお願いして、皆

と同じ令和５年９月からスタートできるように。できない要因はなんなのだっていうことも、

ちょっとまた具体的にお知らせいただいて、私達できれば令和５年度から「がんばる」やっ

て、「がんばる」やれば今の状態でも何とかやっていけるし、一番は乗組員の安定性という

の一番重視しているものですから、そこがちょっと崩れる可能性があるなということで、ち

ょっとそれが一つと、あと、漁船建造におけるＴＰＰの支援事業、リース事業ですけれども、

ご存知のように宮城県は漁業県でありますので、隻数はかなり多いし、被災県で地震もまと

もに食らったところはもう宮城県でも数多漁船の損壊とかがあって、宮城県に来るＴＰＰの

金額っていうのはそんなに多くなくて、沿岸の人達がもう次々次々ということで、お作りと

かリース事業展開なされていて、事業に私達が入る余地がなくて、私たちが作るとなれば宮

城県に来る予算の大半を使ってしまうことになりますので。１隻で。そうなってくると宮城

県の全体のリース事業ができなくなってくると。そういうことがありますので、できれば私

達大臣許可の人達、ひょっとしたら国直轄のＴＰＰなり、或いはこの色んな値上がりで今ま

でよりも２割３割くらい船価が上がっているので、今までの補助率では中々難しい。船造る

にしても、そういう時代になってきましたので、これの事業を何とかもう少し拡充していた

だければと思っております。 

それとあと、宮城県資料２ページの、この販売促進とか予算措置はしてあるようなお話を

聞いていますし、よその県からは「ひょっとしたら前倒しで何かそういう販売促進でお金が

使われてくるのじゃないか？」という、私ちょっと、あの確たることがないので、「いや無

いよ。まだやっていません。」ということなのかどうか。それとその、色んな３００億とか

何かって予算措置しますよ。予算支出しますってありますけれども、実際に私達がどの程度

で何に使えるのかどうか、全然具体例は何もないし、私達今度はこういう風な販売促進でや

りたいと言っても、それらは自分、自前で当分やってくださいというふうなことになってい
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るかもしれないですので。できれば前広
まえびろ

に今年の秋から本当は販売促進の原魚を確保して、

今のうちに買っといて、今のうちに販売促進ができるチャンスがあったらそれを逃さずに使

っていきたいと。そういうものに事前にお金が使えるのかどうか、販売促進が使えるのかど

うか、それがいつ頃なのか。具体的に後でしっかりやりますじゃなくて、具体的なことを教

えていただければ私達も本当にやりやすいと思っております。 

それと、宮城県資料３ページ目の１６番の賠償基準なのですけれども、私達、実は今年の

３月から４月、５月にかけて、前浜漁でスケソウの群れが回遊してきて今までないくらいに

獲れたのですけれども、実は獲れても加工業者とか冷凍加工業者さんの方々は輸出先ができ

ないから、見つけられないから、もう宮城の魚は買えないということで、私達１８円で、実

は他の船、県では岩手、青森、北海道の３分の１ぐらいの値段で離してしまって、１８円で。

肥料でいくならこれは資源の無駄だということで、私達は獲り方を止めてしまったのですけ

れども、中々あのスケソウなんかに頼っている人達は獲らざるを得なく、ということで  

２，５００トンぐらい獲ったのですけれども、４月、５月で。皆さん期待するような金額に

はならなかったと。そういうことは水産庁にも話しましたし、東電にもお話ししましたけれ

ども、ただあの聞いただけで具体的にじゃあ、こういう風にして差額については賠償出る可

能性があるから、こうした方がいいですよって誰もアドバイスも何もしてくれないし、自分

達で弁護士を頼んで、じゃあ最初からここでやりながらここからこういう風にして、それか

ら直接裁判に持って行かなければないのかどうか、そういうことが大変ですねと、これで終

わりだから。この大変ですねで終われば、それで良いのだけれども、私達だけじゃなくて、

加工業者さんも結局は冷凍して輸出する機会が奪われているので、商売の機会が奪われると。

そういう事態になっておりますので、そういう時にはどうしたらいいのか。どこに相談して

どのようにしてやればいいのか。復興庁なのか総務省に行って、原子力何とかかんとかに言

わなきゃないのか、或いは自分で弁護士頼んで、これこれこうなってからこういうふうにし

たいのだってやらなくちゃないのか。そういうアドバイスも。色んなことを私達がやるって

ことが、ハードルが高すぎて、色んなことができなくて泣き寝入りしているのが現状なもの

ですから。皆さん今日いらっしゃっているので、できれば私達のスケソウダラは、本当は  
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５０円６０円で行くやつが、大半は１８円のミールにしかならないと。冷凍加工業者さんが

買っても輸出できなければ倉敷（保管料）がまるきり出ないなっていう。商売してもやらな

いよ。そういうふうなことになっていますので、まぁあのそういう対策を私たち漁業者一人

ひとりではなかなか難しい場面が続き… 

 

【座長（村井 知事）】 

鈴木さん。あの時間があまりないので。 

 

【宮城県沖合底びき網漁業協同組合 鈴木 代表理事組合長】 

以上で終わります。 

 

【座長（村井 知事）】 

２分ぐらいでお願いしたいので、すみません。よろしいですか。 

はい。ありがとうございます。 

大変恐縮ですが、時間が押していますので１人２分以内ぐらいでお願いしたいと思います。  

宮城県近海底曵網漁業協同組合 阿部
あ べ

 代表理事組合長、お願いしたいと思います。 

 

【宮城県近海底曵網漁業協同組合 阿部 代表理事組合長】 

近海底曵の阿部です。 

沖底さんと同じく、今年から「がんばる漁業」やりたいと思って、今、改装しているので

すが、それに対して中々良い返事が来ないような感じがしていると思っています。 

それにリース事業に対して、国の補償が二つ受けられないっていうことが出てきて、今は

漁家子弟に対しての長期研修とか補助金が出るっていう案が出ていましたね。それに対して

今うちら、がんばるグループとリース事業やったグループ二つに分かれているのですよ。そ

の時リース事業やっている漁業者に対してこれが、漁家子弟が使えるのか。「がんばる」の

方はどうにか給料になるって今、若い子が、二十歳代の子が乗ってきて頑張っているのです
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よ。うちら近海というのは船主・船頭が主で、息子が跡を継ぐという形態になっていますか

ら、だからこういうシステムあるなら是非使いたいと思って。 

だったら「がんばる」やらないグループはそれ使うってして、どうにか安定化、さっきそ

ういうふうにやりたいと思ってね。収益性が１０％、こんなに資材が高くなって収益性  

１０％なんて出来るのかって思って聞いていました。 

以上です。 

 

【座長（村井 知事）】 

はい。ありがとうございます。 

この後で、水産庁の方からご説明いただければというふうに思っています。 

全部終わってからにします。 

次に、宮城県産地魚市場協会の佐々木
さ さ き

会長、お願いいたします 

 

【宮城県産地魚市場協会 佐々木 会長】 

県の産地魚市場協会、佐々木です。よろしくお願いします。 

２、３質問させていただきます。 

まずですね、今日の説明は風評対策の説明がメインでございましたけれども、我々一番心

配しているのは、風評被害よりも海洋汚染が心配なのです。そういった観点から、前々から

海洋放出はしないで他の方法ということで何回もお話はしていたのですけれども。それで先

日、河北新報社の投書欄に、９月４日付ですけれども、処理水の処分方法を地層注入の評価

再考っていう投書がありまして、この千葉県船橋市の平野さんという方の投書でありまして、

この方は石油会社に勤めている方で、個別にそういう地層注入の問題を検討している、調査

している方らしいのです。かなり専門的な知見を持っている方のようで、この方にまず国と

しても色々方法を考えているということであれば、当然もう接触してその方の色々な考え方

をお聞きしていると思うのですけれども、そういった地層注入も当然必要になってくると思

いますし、海洋放出をしてしまって、万が一海洋汚染が生じた場合は、海洋放出はできなく
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なると思うのです。当然。 

そういった場合、別な方法ということで地層注入も当然必要になってくると思うので、そ

の辺をこういう専門的な知識を持っている方の意見を聞いた上で、取り入れていっていただ

ければなというふうに思っています。 

やはり、海洋生物が生育する海域にＡＬＰＳ処理水を放出するということは、どう考えて

も危険だと思うのです。ですから、深い地層に注入すれば生物が棲んでいるわけじゃないの

で、その辺は逆に言うと高濃度汚染水を注入しても私は大丈夫じゃないかなっていうふうに、

素人考えで思っているものですから、是非そういうことも考えていただきたいというふうに

思っています。 

あと国の方で、基準値以下の濃度ということで、いつも基準値以下に薄めれば安全ですよ

というような説明されますけれども、私としては、いくら海水で薄めてもトリチウムなり

色々な核種というのは無くならないと思うのです。 

海洋に放出したら拡散するだけなので、その辺の危険性は、かなり高まってくるというふ

うに素人考えで思うものですから、その辺の説明を皆さんに分かりやすく説明していただき

たいなというふうに思っています。 

あと三つ目ですけれども、これは水産庁さんの方なのですけれども、例えば海洋放出した

場合、各種の漁船漁業が福島県沖で操業していると思うのですけれども、操業する場合の操

業の規制ですかね。昔、原発事故が起きてしばらくの間は何 km 以内の海域に入ったらダメ

だということで、まき網漁業も操業ができませんでしたし、当然、沖底なり近海の底曵きも

操業できませんでしたけれども、そういう操業規制を、放出した場合は設けるのかどうかと

いうこともお聞きしたいと思っています。 

あと最後にですけれども、ＩＡＥＡがお墨付きを与えているということで、国の方では安

全だ安全だと言っていますけれども、そういうことであれば、当然、国で安全宣言を発出し

て欲しいのです。例えば、海洋放出しても良いのですけれども、何年目ぐらいを目途に安全

宣言を出しますとかっていうようなことがない限り、３０年も４０年もですね、我々がどう

して苦しめられるのかなというふうに思っていますので、是非、安全宣言は早めに出してい

ただきたいというふうに切に思います。 
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以上です。 

 

【座長（村井 知事）】 

ありがとうございました。 

次に、宮城県水産物流通対策協議会の水野
み ず の

会長、お願いいたします。 

 

【宮城県水産物流通対策協議会 水野 会長】 

流通対策協議会の水野でございます。 

現在、水産加工業界は大変な危機に見舞われております。円安と欧米のインフレのせいで、

原料価格が高騰していると。それと加工原料が入って来ないと。今までにないほど瀕死の重

症になっております。 

工場の燃料の費用も高騰しておりまして、値上げを行っております。値上げの方ですけれ

ども、流通業界では値上げが始まっているとロス率を低減するために、取り扱い品目の絞り

込みをするのですね。この絞り込みをされると、地方のメーカーはそこから弾かれてしまう

と。そういうような状況が起きていますので、宮城県産のイメージの向上って事は、もうこ

れ必須条件になってくると思います。 

処理水の放水期間も長いと思いますので、この間に事故や、第２、第３の風評被害を生ま

ないような対策をしっかりと組んでいただきたいと、このように思っております。 

本当に今、我々水産加工業界が置かれている状況について深く御理解をいただきまして、

この間にその宮城のイメージというものの構築に努めていただきたいというふうに思って

います。 

以上です。 

 

【座長（村井 知事）】 

ありがとうございました。 

次に、宮城県消費地魚市場協会の石森
いしもり

会長代理、お願いいたします。 
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【宮城県消費地魚市場協会 石森 会長代理】 

宮城県消費地魚市場協会の石森でございます。 

本日は詳しい資料、そして説明ありがとうございます。 

様々な対策案が、具体的に少しずつは出てきたなというふうな感じで受け止めております。  

ただ、消費者に直に接する魚屋さんだったり、量販店、飲食店などへ毎日水産物を提供し

ている仙台市場としては、宮城県水産物の安全性を発信して理解・納得してもらうために、

毎日、海域ごとのトリチウム濃度の検査結果を公表していただきたいなというふうに考えて

います。  

東電さんからは、魚からトリチウム濃度を検出するためには１か月以上の期間を要し、技

術的にも難しく専門性が求められると聞いています。 

しかし、安全性を訴えて安心していただくためには、正しいデータの公表とその裏付けが

必要です。 

聞くところによりますと、魚そのものからではなくて海水中のトリチウム濃度の検査であ

れば３日程度でできると聞いています。 

であれば、県内海域ごとの海水中のトリチウム濃度を毎日検査して、３日前の検査結果公

表を継続することで、安全根拠の裏付けになりますし、安心ですよと言い切れるようになる

のではないでしょうか。そのためにも、国の皆様には是非各地区の検査体制の充実を図って

いただきたいと思います。 

毎月一度や二度、先ほど資料の３６ページにですね、季節的な変化を考慮し年４回を基本

とするという測定をですね、ちょっと驚いたのですけど４回の測定の結果を、いやこれ３か

月前に測定した結果なのだけどというふうに提示して、皆さんが納得してくれるのだろうか

と思います。 

やっぱり３日、４日前の結果こうでしたよと、その前もずっと継続して大丈夫でしたよと

いうふうな結果をしっかり提示することで、だから安全なのですと我々も堂々と言えるよう

になっていくと思います。 

是非、面倒かもしれませんけども、各地区に検査機器を設置したり検査体制をとってもら
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ったりして構築していただくことをご検討願いたいと思います。 

以上でございます。 

 

【座長（村井 知事）】 

はい。ありがとうございました。 

次に、宮城県食品輸出促進協議会の小野寺
お の で ら

会長、お願いいたします。 

 

【宮城県食品輸出促進協議会 小野寺 会長】 

食品輸出促進協議会の小野寺でございます。 

私の方から２点、お話をさせていただきたいと思います。 

日本食品の一番の購入先は、海外では香港であります。 

実際、この原発事故以来、１０数年経ちました。 

今回、放流水の件ということで、風評に対しては今回ですね、具体的に№５で記述をして

いただきましてありがとうございます。 

現在ですね、今、例えば香港の状況は１０年経ても風評が収まらないと。そういう実態が

ありまして、輸出のスタートラインにも立てないくらい厳しい風評がございます。 

そうした点で、海外商談会への支援を今回記述していただきありがとうございました。 

それで、まず１点なのですけど、一つは、バイヤーさんが日本国内に現在も入られて色ん

な商品の仕入れとか、或いは新たな販路の開拓をされているのですけれども、宮城県食品に

ついてはですね、リスクがあって買えないというのが現実なのですよ。要するに、消費者に

向かって安心というものが購入しても裏付けがないということで、購買を控えているという

のが現実なのですね。 

ですから、そういう海外のバイヤーさんに、リスクを冒しても購入していただけるような

支援策を考えていただきたいということが１点です。要するに、リスク対策を経費として考

えていただきたいというのが１点です。 

それから２点目はですね、日本国内で安全性の醸成を、香港の例えばバイヤーさんが来て、
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香港から来て宮城県の産地の現地を見て納得していただくことは、これはもう可能なことで、

全然、課題・問題ではない。問題はですね、例えば香港に居住している香港人なのですよ。

そういう人達が、日本食品は安心して食べられるっていう、その気持ちを如何に醸成してい

くかという点では、日本国内ではなくて、例えば香港の香港人に向けてダイレクトにですね、

現地のマスメディア、テレビ局もございますし新聞等もございますし、そういう現地のマス

メディアにダイレクトにですね、その宮城県食品の安全性というものを訴える。そういうこ

とを対策としての、アピール醸成のための支援をちょっと考えていただきたいということで、

２点お願いをさせていただきたいと思います。 

 

【座長（村井 知事）】 

はい。ありがとうございました。 

次に、宮城県農業協同組合中央会の佐々木
さ さ き

代表理事会長、お願いいたします 

 

【宮城県農業協同組合中央会 佐々木 代表理事会長】 

ＪＡグループ宮城におきましては、処理水の海洋放出に係る対応につきましては変わりが

なく、以前と変わりなく国民であったり、或いは国際社会に十分に理解が醸成されるまで海

洋放出を行わないことということで、取りまとめているところでございますし、また今回の

風評被害に対する対策ということで先ほどお話をいただきました。 

我々が求めております被害調査の実施をされるということでもございますし、また風評被

害が出た場合についての対策、そしてまた補償ということも言われてございますので、そう

いうところをしっかりとやっていただきたいと思ってございます。 

また、農畜産物の販売促進についても、ご協力いただければと思ってございます。 

先ほどの輸出促進会議の会長さんの方からお話があったとおり、日本の農畜産物の海外輸

出は今１兆円ということでございます。その多くが、先ほどお話しされた香港であったり、

中国であったりというところで、大きな輸出先になってございますけれども、そこでまだ中

国をはじめ輸出規制されているのが今の現状なわけでございます。 
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その中で日本農産物の輸出のエース格と申しますか、日本酒であったり、牛肉であったり、

様々加工品がございますけれども、その中で我々といたしましても、是非、国が目指す５兆

円を是非到達していただけるように、国がブレーキをかけずにこうした促進を図っていただ

けるように、国内外にそうした対応を取っていただければと思っているところでございます。 

また、これは放出を見てという話でございませんけれども、今の農業、循環型農業という

ことでいろいろ取り組んでいるところでございまして、漁業の中から生まれる副産物を利用

した肥料であったり、飼料であったり利用しているわけでございます。これについては現在、

安全ということで利用されている訳でございますけれども、そうした副産物も今後、心配さ

れるところもございますので、今後の対応、今後の対応ということですね、是非そうしたと

ころも考えていただいて、安全なものを使えるように、是非していただくための対策も講じ

ていただけるようにお願いしたいと思ってございます。 

以上です。 

 

【座長（村井 知事）】 

はい。どうもありがとうございました。 

次に、宮城県農業会議の中村
なかむら

会長、お願いいたします。 

 

【宮城県農業会議 中村 会長】 

宮城県農業会議でございます。 

これまで連携会議の中で毎回申し上げてきましたけれども、何故この風評影響調査、或い

は風評対策について、農林業そしてまた、地域として宮城県という文言が一言も見当たらな

いということを繰り返して申し上げました。 

今回、風評影響調査の対象として、農林業或いはこの宮城県ということも明記されました。 

さらには、これまでは風評被害を立証するためには、被害者がその立証の負担を負わなけ

ればならなかった。これは非常にハードルが高い部分でございましたけれども、今回はそれ

についても、一定の基準なりルールというものが明文化されておりますので、それらも含め
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て、私は今回のこの会議の中で、皆さんの努力というもの大きな評価をしております。 

以上でございます。 

 

【座長（村井 知事）】 

どうもありがとうございました。 

それでは次に、宮城県議会の外崎
とのさき

副議長、お願いいたします。 

 

【宮城県議会 外崎 副議長】 

国の方からの縷々ご丁寧な説明、ありがとうございました。 

様々な分野にわたって網羅されているというように感じておるところでございます。 

ただ先ほど来、漁業協同組合会長さんはじめ、現場の皆様のお声を伺っておりますと、や

はり厳しい状況は変わらないだろうな、全く変わっていないだろうなという印象でございま

す。 

宮城県議会といたしましては、これまでも２回、国の方に対しまして意見書を提出してお

ります。それに関して、我々、常任委員会、農林水産常任委員会、或いは大震災復興調査特

別委員会という委員会で協議をしながら、全くやはりこの処理水の放出ということに関しま

しては反対ということで１ミリの変化もございません。 

そして、さらに先日の、規制庁からＯＫということが出たということで、大熊町、地元な

ど、福島の地元などに関しては、これを了とするということで工事が開始されたところでご

ざいますが、やはりあの福島の状況、大きなタンクが並んでいる状況、そしてあのタンクが

並んでいる限りは福島の復興が無いのだというような、県民の皆さんのお気持ちも察すると

ころでございますが、やはり宮城県としてはあの量をですね、どれだけこれから先、排出し

ていくのか、相対的な量が全く示されていないということは、やはりこれから先も懸念であ

ろうなっていうふうにも改めて思っております。 

先ほど須藤様の方からご説明ございました。これから汚染水の更なる削減に取り組んでい

くのだというようなお話はございましたが、やはりこれは長い闘争、長い闘いになろうかな
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と改めて認識をしております。３０年、５０年ということになりましょうから、やはりここ

に出席している誰しもが、いないような状況になるまでやっていかなければいけない長期的

なミッションであります。 

ですから、こちらの方で今日、国の方から示されました様々なこのメニューに関しまして

も、まあ単発的、或いは打ち上げ花火のようなですね、まぁ一瞬のものでなくて恒久的な何

か対策を望みたいと私自身思っております。 

そして、これから先もですね、やはり自然災害につきましても予測がつかない事態もござ

いましょうし、やはり人間の人知というようなものは完璧というような事はございません。 

さすがにこれから先の工事に対して、大きな懸念も抱かざるを得ませんし、ですから、そう

いうような部分において、やはりしっかりとした組織のつくり方、あるいは予算に関しても

ですね、しっかりと恒久的な対策をこれから立てていただきたいと思っています。単発的で

はないように、よろしくお願いしたいと思います。 

以上でございます。 

 

【座長（村井 知事）】 

ありがとうございました。 

次に、宮城県市長会の菅原
すがわら

副会長、お願いいたします。 

 

【宮城県市長会 菅原 副会長】 

はい。宮城県市長会、気仙沼市長の菅原でございます。 

本日は、須藤総括官の方から、細かくですね、ご説明いただきましてありがとうございま

す。 

対策の見える化が、一定程度進んだのかなという思いがありました。 

一方で、今、県議会の副議長さんからも話しがありましたように、漁業関係者、水産業関

係者の皆さん方にとっては、各施策の運用面でのフィット感がまだまだ不十分だと、本当に

それが自分達にとって使えるのだろうかというようなことが、随分指摘されたと思っていま



32 

す。 

そのことにつきまして、宮城県の各漁業者、水産加工業者にとって、本当に使える形にな

るところまで、是非、施策の修正等お願いをしたいなと思ったところです。 

また、自治体の立場から言いますと、３点指摘をしておきたいと思います。宮城県からの

要望の形でのジャンルで言えば、漁船誘致のところでですね、一つが、ＭＳＣのコンサル支

援というのがあるのですけども、実際、ＭＥＬ（メル）の方は日本語主体でできる話だと思

うのですが、ＭＳＣについては英訳に１００万だ２００万だ、すごいお金がかかるのですね。

それで、それが１回で通らないケースが多い。そういう意味で、コンサル支援だけではなく、

実費に踏み込んでいただく必要があるのじゃないかなというところが１点です。 

２点目は、岸壁使用料については無回答になっているという事です。 

３点目は、担い手支援の方ですが、担い手支援、被災地次世代漁業人材確保支援事業とい

うことで、宮城県も対象に入れていただいていることは大変ありがたいと思います。一方で

ここの内容を見ていますと、実際、本当に明日にでも、もう漁業を始める人に対する支援に

なっているのですが、現在その沿岸というのは、その前の段階ですね。もう少し、地場だけ

ではなくて、全国から漁業者を集めてこなきゃいけないというような状況があります。そう

いう意味で、募集だとか、オリエンテーションを開くとかですね、初期的な研修期間の宿泊

だとかですね、そういうものに実は自治体や漁協さん、お金かけています。その分は、カバ

ーされていません、この施策では。そういう意味で、入り口の段階からも支援というものを

検討していただきたいと思います。大変細かくなりましたが、そういうものを一歩一歩です

ね、現場に即して修正していただきながら、漁業者の皆さん方にとっても、納得感のある施

策、また、国の支援というのを見せていただく必要がまだまだあろうかなというふうに思っ

ております。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

【座長（村井 知事）】 

はい。ありがとうございました。 
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次に、宮城県町村会の櫻井
さくらい

会長、お願いいたします。 

 

【宮城県町村会 櫻井 会長】 

はい。町村会の松島町、櫻井でございます。 

今日はどうも、須藤様の方から縷々詳細にわたって、風評被害についての今後の対応の仕

方、対応策について説明していただきましてありがとうございました。 

今日の会議を聞いておりまして、ただこれを進める上には、まだまだ水産関係の方々、ま

た、それを囲む観光も農業もそうなのですけども、色んな方々の理解をどれだけ得られるか

っていうのが、もっと早くやらないと、もう間に合わないのではないのかなと思いながら聞

いておりました。 

報道によると、来年の８月頃には、放流したいという考えがあるようでありますけれども、

そういった中で、これからのスキームをどういうふうに考えているのだろうかと、時間的に

皆さんの理解を得られるのかなあというのが、一つの心配な点でございました。そのために

はですね、日経新聞で、８月３１日でございましたけども、ＡＬＰＳ処理水に関して、日本

の認知度は４３．３％だそうです。香港が６６．３％、それから韓国が４９．７％と結構高

いのですけど、日本は全然進んでいないという話でありました。ですから、やっぱりこの前、

秋葉復興大臣のところにお邪魔しました時に、情報の発信を早くしたいと。ですから、民間

でチームをつくって来年の１月には提言したいという。やれることからやるというお話を聞

いておりますけれども、是非国の方でもですね、早め早めの対応で進めていただければとい

うふうに思います。 

それから今日聞いていて、一つちょっと気になったのは、学校給食という話が出ておりま

したけれども、学校給食はこれ東日本大震災後、各自治体で給食センター再開する時に相当

苦労した内容でございます。放射能の検査において。ですからこういったことについてもで

すね、神経を配っていただいて、文科省の方でよくご相談されて進められたらよろしいのか

なというふうに思いますので、今後ともよろしくご指導願います。 
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【座長（村井 知事）】 

はい。どうもありがとうございました。 

それでは、私どもの方からの意見申し上げましたので、これからは各団体の皆様からいた

だいたご意見等に対しまして、国から回答いただきたいと思います。 

内閣府の須藤総括官まとめて、あと皆さんに振っていただきたいというふうに思います。

よろしくお願いします。 

 

【内閣府 須藤 福島原子力事故処理調整総括官】 

ありがとうございます。 

まず、寺沢組合長からお話ございました。反対であるということの中で、様々、私達とコ

ミュニケーションを取っていただいてありがとうございます。やはり、お言葉の中に、なり

わいということもございましたけれども、きちんとなりわいが続いていくという安心感を持

っていただくことが非常に重要だと思っています。その意味で、正に寺沢組合長からお話ご

ざいましたとおり、早く成果を出していきたいと思います。 

先ほど少しご紹介したよみうりランドのイベントなども、参加いただくような形になって

おりまして、宮城の方々がご参加をいただけるものをどんどんつくっていく。そして、具体

的な成果を上げていくというところを、まず第一に進めてまいりたいと思います。 

何の落ち度もない漁業者が、苦労することのないようにというのは、我々肝に銘じて対応

をしてまいります。 

それから、沖底の鈴木組合長からお話しあった中で、「がんばる漁業」等については、ま

た水産庁の方からお答えをいただければと思いますけれども、販促に関しましては、是非色

んな形で実施をしていきたいと思っていまして、少しお邪魔させていただいて、色んな形で、

どういうことをされようとしているのか、それだったらこういう制度が使えますということ

も含めて、是非、打ち合わせをさせていただきたいと思います。もう既に使える制度もござ

いますので、そういうのをやらせていただければと思います。 

それから、スケソウの話についても、私どもにも、もちろん情報が入ってきています。宮

城からの輸出が、禁止、実質的にできない中でのご苦労と思っています。もちろん輸入規制
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は、申し訳ございません、一朝一夕にできない部分もあるわけですけれども、これもまた、

様々な形でですね、冷凍して、以外の販路の拡大の仕方ですとか、或いはその今、円安の中

で国産の原料に目が向いているようなところがありますので、そういったところ。水産加工

側の応援とかですね、そういうのを含めて、一朝一夕に、正直解決できない問題多々あると

思いますけれども、是非、ご相談をさせていただければと思います。 

それから、近底の阿部組合長からお話しあった漁家子弟のところ、これは恐縮でございま

す。また水産庁から追って回答させていただければと思います。 

それから、産地魚市場の佐々木会長から処理水の海洋汚染というお言葉ございましたけれ

ども、これは我々としては、あくまで処理水を環境や健康への影響にない状態まで処理をす

るというのが大前提でございます。 

ご指摘がありました地層注入については、私どもこの結論を出すまでに６年間、専門家に

よる議論をいたしまして、地層注入も当然、検討の対象にしてございます。一言で言うと、

地層注入する時に、安定した地層を探さなければいけません。それを正にどう探していくか

ということ。それから、液体での注入になりますので、それがどこかの割れ目から漏れてな

いかとか、そういったところのモニタリングが大変だというのが専門家のご意見でございま

した。正に、色んな方法を専門家によって検討し、その上で、どういう方法が良いかという

のは積み重ねてきておりますけれども、先ほど一番最後でご紹介しました分離技術ですとか、

汚染水を減らす技術、こういったものも含めて、新技術にはチャレンジしながら、一方で今

回の放出について、きちんと安全性を守りながら、第三者のチェックを入れながらやってい

くということを、是非させていただければと思っています。 

 

【宮城県産地魚市場協会 佐々木 会長】 

その記事は、お読みになりましたか。 

 

【内閣府 須藤 福島原子力事故処理調整総括官】 

はい。もちろん読んでおります。 
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【宮城県産地魚市場協会 佐々木 会長】 

専門家には、話しは聞かれたのですか。 

 

【内閣府 須藤 福島原子力事故処理調整総括官】 

色んなところでご意見は拝見しておりますので、私どものこの分析の中で、必要なことは、

正に専門家のご意見を聞きながら結論を出しているところでございます。 

それから、今の安全性の関係のところ、濃度の問題とですね、量の問題あるということで

ありますけれども、正に魚や、或いは我々の体に入った時に、放射性物質がどういう影響が

あるかというのは、様々な形で分析をされています。正にトリチウムなど、濃度規制がされ

ている部分は、その放射性物質の性質、それから特性、こういったことも含めて、基準値が

定められています。 

そういう状況の中で、基準値を遥かに下回る状況で、かつそれぞれについて人への影響、

それから動植物への影響を分析し、それを国際的にも見て、私どもとして結論を出しており

ます。 

例えば人で言いますと、その１年間に放出されるものが、自然放射線に比べて ７万分の

1 から５千分の 1 というような状況でございます。こういう情報もしっかりお伝えをして、

やってくことが重要かと思います。 

それから、操業規制の問題は水産庁からお答えをいただければと思います。 

それから、安全宣言というお言葉ございました。これも正に技術的な安全は、規制委員会

の方で見ていく訳でございますけれども、常に放出されたものが安全かどうかというモニタ

リングを含めまして、当然、安全であるという大前提の下に、さらに、今問題になっており

ますのが風評でございますので、そこについて、具体的な対策を積み上げていくということ

を是非進めていきたいと思っております。 

それから、流通対策協議会から、水野会長からお話ありました原材料の調達がご苦労され

ているというお話。これは水産加工だけではなくて、様々なところで対策が求められていく

ということでございます。今の総理の方からお話しあるように物価対策で、政府全体で対応

を考えるというのが喫緊の課題になっておりますので、こういった中で、様々な対策、議論
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されていくと思いますので、一つ一つ対応を組んでいく。 

それから、少しご紹介しました中小企業の対策なども、上手にお使いいただければと思い

ますので、また色んな形で説明等をさせていただければと思います。 

さらに、こういうところで東京電力において事故とかミスが起きてしまうと大きなことに

なるというのは、全くご指摘のとおりだと思いますので、この後、東京電力からも次の説明

ございますけれども、この部分、国としてもしっかり連携を取りながら、ミスのないように

進めていければと思っております。 

それから、消費地魚市場の石森会長（代理）からお話ありましたけれども、そのモニタリ

ングのデータを出していくというところについて、これは後に環境省さん、或いは場合によ

っては水産庁等から補足をいただければと思いますけれども、まず大きな前提として、処理

水放出の際には、確かに測るのが難しい部分があるのです。従って、それは測定用のタンク

を設けて、全部、６４核種を測って、その上で、それを更に薄めて出すという形を取ります。

従って、測定が難しいものも全部測った上で、出されていくという状況になります。その上

で、海に出た後どうするかということでございますけれども、トリチウムは放射線の力が非

常に弱いので、確かに測るのが難しかったり、時間がかかったりするのです。一方で、様々

な形での工夫をしてきておりますので、この検査の数値をどうきちんと皆様にお伝えしてい

くかというのを、特に流通の皆様にお伝えをしていくかというところが重要だと思っていま

して、シンポジウム等ご紹介をさせていただきましたけれども、モニタリングをどうやるか

ということだけではなくて、発信の仕方も含めて総合的に、安心に繋がるような対策を進め

ていければと思っております。 

それから、輸出促進協議会小野寺会長からお話ございました。香港と名指しでお話ござい

ましたけれども、私どもの方も香港への輸出については、色んな形で注視をし、それから香

港の方々に直接訴えるというお話もございました。国とか地域によってどういう広報の仕方

が一番効くかというのは、様々あるので、そこを工夫しながらやっていきたいと思っていま

すが、大事な市場でありますので、正にどういう形で関係者に伝えていくか、どういう形で

消費者の皆さんに伝えていくかというのは大きなテーマとして、我々というか、関係省庁で

しっかり取り組んでいるところです。 
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ここも正に実際の動きで、成果を出していくところが重要かなと思っておりますので、Ｊ

ＥＴＲＯ等の支援も含めて、具体に会員の皆様のものが売れていく。そういうようなところ

を積み上げていきたいと思っております。 

それから、ＪＡの佐々木会長から、理解の醸成が第一である、まだまだ足りてないという

お叱りあったかと思います。消費者を含めてしっかりやっていくというのと、再三お話ござ

いました風評調査については、今回皆様のご意見を基にやることになりましたので、県全体

の魅力発信、或いはお話ございました、日本全体としての輸出の促進という文脈の中で、宮

城の美味しい農産物が、きちんと売れていく形というのを目指してまいりたいと思っており

ます。 

それから、循環型農業など、もし農水省の方で補足があればお願いいたします。 

農業会議の中村会長からのお話、正に調査の問題などお話ございましたけれども、これか

ら成果を上げていかなければいけないというところかと思っておりますので、活動で是非ま

た足らざるところがあればご指摘いただければと思います。 

それから、外崎副議長からは正に県議会、或いは県民の代表のお立場でのお話あったかと

思っています。工事の関係で、ミスをしないようにしていく。それから長い戦いという言葉

がございましたけれども、理解醸成のための取組、或いは更に加えて、安心してなりわいが

続いていくための支援策というのが、一時的なものであっていけないというのは、私どもも

強く認識をしてございます。この点はきちんと対策としてやっていく。これは、経済産業省

にとっての最重要課題は、廃炉と復興だといつも大臣が申し上げておりますけれども、こち

らの話になって恐縮ですけども、経産省の職員含めて、霞ヶ関の職員に、若い世代にきちん

とこの教訓を引き継いで対策を続けていく責任を、しっかり持っていきたいと思います。 

それから、菅原市長から、対策の見える化が図られてきているけれども、まだフィット感

がないという話でございました。これも正に恐縮でございます。関係の皆様と一緒に事業を

つくり上げていく部分があると思いますので、より密にお話をさせていただければと思って

います。具体に動きにつなげていければと思っています。 

それから、岸壁の使用料の関係で回答がないという話。これは非常に難しい問題ではある

のですが、一方で岸壁の使用料削減にも繋がる、収入増になる誘致の部分、こういったとこ
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ろで我々汗かこうというのが、今回の一つの回答でございますけれども、色々な形で、また

ご意見を頂戴できればと思います。 

それから、入り口のところというところで、後継者確保の部分、これはご指摘のところで、

水産庁からまた説明等があればと思いますけれども、敢えて申し上げると、市独自の工夫と

してやっていて、良い意味で、他の地域と差別化しているものと、それから皆が一緒にやっ

て良いものっていうのがあるかと思っていまして、気仙沼は正に漁船の誘致など非常にユニ

ークで、先進的なものを遂げられてきて、それが今の誘致に繋がっている部分もあると思い

ます。平均的に支援策として欲しいもの、うちがこれをやりたいからこういうところを応援

してほしいというところの違いも少しあるかなと思っておりますので、こういうところも積

み重ねをさせていただければと思います。 

それから、櫻井町長から、一言で言えば、早くやれというのが最大のメッセージかと思っ

ております。間に合わないじゃないかというご指摘も含めて、車座含めて多くの皆様、漁業

者の皆様とお話をさせていただく、さらに、実際の売れていくのだという成果を上げていく

ところを是非させていただきたいと思います。 

それから、学校給食の、センシティブな点は承りました。はまる場合と、はまらない場合

があると思いますので、これはよく県の教育委員会はじめ関係者と相談をさせていただきな

がらやっていく。一方で、もちろん食育、やっぱり子どものうちから本当に宮城の魅力的な

お魚を、お魚だけではないですけど、宮城の地場のものを食べていただくというのは、これ

は教育上も非常に効果があるものだと思いますので、そのセンシティブさは胸に秘めながら

ですね、どんなことできるか是非検討させていただければと思います。 

私からの説明、長くなりましたが以上でございます。 

水産庁をはじめ補足お願いします。 

 

【農林水産省水産庁 長谷川
は せ が わ

 研究指導課長】 

水産庁でございます。まず、最初に寺沢組合長からお話がありました、できること早く進

めて欲しいということでございます。予算ですので、最終的には国会を通らないとというの
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はありますけれども、その前からですね、色々とご相談に乗るということができますので、

積極的にお話をいただければと思います。 

それから、鈴木組合長と阿部組合長からあった「がんばる」と、リースの話でございます。

これ、どちらも私のところでやっている事業で、大変恐縮なのですが、「がんばる」はです

ね、福島も含めたその震災以前の漁業の形に戻していこうというのが一番のコンセプトだと

思っております。そういうことで、鈴木組合長のところに色々とご提案申し上げたというこ

とですけれども、中々色々地元の方でですね、問題があるということであれば、またご相談

していただければと思います。 

それから阿部組合長のところからおっしゃられた担い手の部分ですけれども、これ、ここ

に載っているもので支援することができますし、あとは他のリース事業なども使ってもらえ

ますので、ちょっと支援のメニューが増えたばかりにですね、中々全体像が見えにくいって

いうか、どれを使っていいのかわからないというところはあると思います。 

私、一昨年の春まで仙台の出先の所長をやっていまして、お三方には、その頃からお世話

になっていました。ですので、私の方にお気軽にお問い合わせいただければというふうに思

っております。 

それからですね、佐々木会長からお話がありました操業規制は設けないのかというお話で

ございます。これは、設けるつもりはございません。先ほど、須藤総括官の方からも話あり

ましたけれども、魚の影響というのはですね、そこに住んでいる水の放射性物質の濃度に影

響されます。この今回の放出というのはですね、きちんと守られて放出される限り、そこに

住む魚にはですね、問題がないというふうに私ども水産庁として思っていますので、操業規

制を今設けるつもりはございません。ただ、もちろんあのセシウムの検査等やっていてです

ね、基準値より超えるようなものが出れば、今も出荷制限をかけていますし、そういうとこ

ろはしっかりウォッチしてまいりたいというふうに思ってございます。 

それから菅原市長からお話のありました担い手の話です。この資料には出てはいないので

すけれども、この担い手支援の事業の中で、ガイダンスだとかですね、それからトライアル

雇用だとか、そういったものに対するメニューも用意してございますので、是非ご活用いた

だければと思います。 
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私の方からは以上です。ありがとうございました。 

 

【環境省水・大気環境局水環境課 北村
きたむら

 企画官】 

環境省の企画官の北村でございます。 

先ほど、石森様からお問い合わせのあったモニタリングをですね、なるべく短いスパンで、

年間４回ということでなく、短いスパンでということと、早く結果を出して欲しいといった

ところの件につきまして、御説明をさせていただきます。 

先ほど須藤総括官の方から話があったとおり、どうしてもトリチウム自体が非常に測りに

くい物質であるというところがございます関係で、現状年４回やっておりますのはですね、

海の濃度が非常に低くなっておりまして、非常に低い濃度を、ちゃんと数字として出すとい

うことをやろうと思いますと、実は分析期間が長くかかってしまうというところがございま

す。一方で、ご発言の中にありましたとおりですね、数日くらいで海水の濃度を測るという

ことも現実には可能なのですが、その場合少しその検出できる濃度の下限がちょっと上がっ

てしまいます。その辺りどうしてもトレードオフが発生しますが、少なくとも放出が開始さ

れた後はですね、そういった速報値も合わせてきちっと出していくということ自体は必要だ

というふうに我々も考えております。 

どうしても、そのどれぐらいのトレードオフにするのが一番丁度良いところなのか、あと

は沢山測れば測るほど、どうしても全体の分析のキャパシティというところは、限界がある

のはございますので、そことの関係で如何に適切に風評被害を抑えつつ、分析の精度も確保

しというところの良いところですね、念のために専門家の方々に正にご相談をしている最中

でございますので、しっかり今後もその辺り取組を強化していきたいと思います。 

ありがとうございます。 

 

【農林水産省大臣官房 井上
いのうえ

 地方課長】 

農林水産省でございます。 

農協中央会の佐々木会長からご指摘をいただきました循環型農業についてですが、飼料・
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肥料の製造や流通について、詳細な制度についての知見は私は持ち合わせていないので、よ

ろしければ個別にお伺いして対応したいと思いますけれども、基本的には肥料も飼料もそれ

ぞれその製造や流通において、安全性が確認されるという仕組みにはなっておりますので、

その中で原材料についてもチェックをされていくという仕組みになろうかと思いますが、い

ずれにしてもまたご相談せていただければと思います。 

 

【座長（村井 知事）】 

須藤さん以上ですか。はい。まだまだ皆さん意見あると思いますが、ちょっと時間押して

ますので、次に東京電力さん説明していただいて、東京電力さんにご意見を申し上げた後に

ですね、また改めて皆さんに手を挙げていただきたいと思っております。 

それでは、次に東京電力の対応状況について、東京電力ホールディングス株式会社の常務

執行役福島復興本社の髙
たか

原
はら

代表お願いいたします。 

 

【東京電力ホールディングス株式会社 髙原 常務執行役 福島復興本社代表】 

東京電力ホールディングス株式会社福島復興本社代表の髙原でございます。まずもって、

当社福島第一原子力事故、発電所の事故によりまして、今もなお宮城県の皆様、様々な面で

ご心配ご迷惑おかけしておりますことを、改めて深くお詫びを申し上げます。本当に申し訳

ございません。 

改めまして、本日はご説明の機会をいただきまして誠にありがとうございます。 

 

【座長（村井 知事）】 

 どうぞ、座って。 

 

【東京電力ホールディングス株式会社 髙原 常務執行役 福島復興本社代表】 

はい。失礼いたします。それでは着座させていただきます。 

ご説明の機会をいただきましてありがとうございます。ＡＬＰＳ処理水の取扱いにつきま
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しては、７月の２２日に原子力規制委員会から実施計画の変更認可をいただきました。８月

の２日には関係自治体から設置計画の事前了解をいただき、８月の４日より工事を開始して

おります。また、８月の３０日には、関係閣僚等会議が開催されまして、今後、重点的に進

めるべき対策の方向性であります「ＡＬＰＳ処理水の処分に伴う対策の強化・拡充の考え方」

が決定されました。当社といたしましては、政府の基本方針を踏まえた対応を徹底し、事故

の当事者として役割をしっかり果たすべく、安全最優先で取り組むとともに、当社として風

評影響を最大限抑制する取組を行ってまいりたいと考えております。 

これまで連携会議や関係する方々のご訪問を通しまして頂戴いたしましたご意見を踏ま

えて、理解醸成や宮城県産品の需要創出等に取り組んでおります。本日は、その取り組み状

況についてご説明をさせていただきたいと存じます。 

それでは、お手元の資料をご覧いただきたいと存じます。「東電資料」と右肩にあります 

Ａ４横の資料をご覧いただければと思います。 

それでは、はじめに宮城県産品の需要創出の取組について、１ページ目をご覧いただきた

いと思います。当社は宮城県の農林水産物の需要創出に向けまして、これまで実施してきた

社員食堂への県産品の利用促進や、県産品の購入促進、宮城県の魅力を伝える取組等を、関

係する皆様のご意見をいただきながら、今後更に強化・拡充して、当社グループを挙げて継

続的に実施してまいります。 

まず、社員食堂におきます取組についてです。本年４月に、本社食堂におきまして、宮城

県産品メニューの提供を開始して以降、関係する皆様より使用する食材へのご助言などをい

ただきながら、提供メニューを順次拡充してまいりました。また、一度きりのイベントとす

ることではなく、毎月第３水曜日の「みやぎ水産の日」に合わせて、定期的に実施すること

としております。 

さらに、本社での取組を踏まえて、これまで都内を中心とした９つの事業所の社員食堂で

展開しておりました。社員食堂を展開して県産品メニューの提供を開始いたしました。今後

更に関東圏の７つの事業所に拡大する予定でございます。 

２ページをご覧いただきたいと思います。現在、社員食堂のない事業所を中心に、「みや

ぎ弁当」と称しまして、この提供を企画しておるところでございます。１０月の提供開始に
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向けまして、事業者等と協議を進めているところです。「みやぎ弁当」につきましては、水

産物だけでなく、お米をはじめとした農産物も使ったものにしたいと考えています。今後、

継続的に取り組むとともに、グループ会社へも展開してまいりたいと思います。 

続いて、魚食振興の取り組みを通じた利用促進です。当社は全国の魚食消費量拡大を目的

に、昨年１２月に開始しましたお魚のお惣菜の定期的なお届けサービス「ボンキッシュ」に

おきまして、宮城県産のタチウオの煮付けや金華サバの塩焼き等、県産品のメニューを順次

拡大して、現在８品目を販売しております。今後もメニューの拡充を進めてまいりたいと思

います。 

３ページをご覧いただきたいと思います。今週の９月の１４日ですが、本社におきまして、

コロナ禍以降、初となります社内バザールを開催しました。宮城・福島復興大バザールと銘

を打ちまして、２年７か月ぶりの開催となりました。想定を上回る盛況ぶりでございまして、

短時間で完売となりました。また、完売によりまして、当日購入できなかった社員やリモー

トワーク等でバザール会場に来られなかった社員に向けまして、予約販売方式による販売も

実施しております。このような取組は、今後も継続的に実施してまいるとともに、本社のみ

ならず、他の事業所やグループ会社へも拡大してまいりたいと思います。 

需要創出の取組の最後になりますけども、宮城県の魅力発信についてでございます。首都

圏の社員やＯＢ、それからグループ会社に対しまして、宮城県の魅力や県産品の購入を働き

かける取組としまして、都内のアンテナショップであられます「宮城ふるさとプラザ」様の

ご紹介をはじめとして、お勧めの観光スポット、そして首都圏で県産品を食することができ

る飲食店のご紹介などを実施しております。また、社員食堂で県産品メニューを提供する際

には、ポスターやノボリ旗の設置、或いは観光パンフレットの配布なども、合わせて取り組

んでいるところでございます。今後も宮城県の魅力発信を継続しまして、様々な手法を用い

て消費拡大や観光ＰＲに取り組んでまいりたいと思います。 

駆け足ですみません。４ページをご覧いただきたいと思います。ここからは、理解醸成に

向けた取組についてご説明いたします。当社は、引き続きまして宮城県の皆様、関係する皆

様のご懸念やご関心にしっかり向き合い、一つ一つお応えする取組を進めてまいるところで

ございます。 
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海域モニタリングでの測定結果、或いは海洋生物飼育の状況などの情報につきまして、分

かりやすい形で発信を継続・強化してまいります。 

関係者からご意見をお伺いする取組といたしましては、仙台事務所を中心に個別のご訪問

や説明会、さらには、地域イベントへの参加の機会等を通じまして、様々なご意見をお伺い

しておるところでございます。また、ご意見をお伺いする過程で、水産物の安全性のご理解

を深めていただくために、より詳しい説明会や見学会等のご要望もいただいておりまして、

現在、実現に向けて調整をしております。このように生の声をいただけますことは、当社に

とりまして、本当に貴重な機会であると思っております。引き続き、仙台事務所によるご訪

問など当社の顔が見える関係づくりに努めさせていただきたいと存じます。 

次に、宮城県内メディア等を通じまして、情報発信といたしましては、本年８月より福島

第一原子力発電所の廃炉や処理水対策などにつきまして、県内の新聞でお知らせをする取組

を開始しております。これは、今後も月１回から２回の頻度で、継続的に実施してまいりま

す。また、県内メディアの皆様への発電所、福島第一原子力発電所のご視察会も実施してお

りまして、今後更に継続・強化してまいります。 

５ページをご覧いただきたいと思います。５ページは、客観性・透明性を確保するための 

取組です。本年２月にＩＡＥＡによる国際的な安全基準に基づく技術的な確認評価が行われ

ました。ＩＡＥＡからの指摘は実施計画等の見直しに反映しておりますが、今後も取組の進

捗をＩＡＥＡにご確認いただくとともに、その結果につきましては国内外に向けて透明性高

く情報発信を行ってまいります。 

海洋生物の飼育試験につきましては、本年の３月より海水によるヒラメの飼育を開始し、

その後、アワビや海藻類の飼育も進めております。今月の下旬頃からは、実際のＡＬＰＳ処

理水を海水で希釈した水での飼育を開始いたしますが、飼育状況につきましては、ライブカ

メラやＳＮＳを活用して積極的に公開してまいります。メディアの方の関心も非常に高うご

ざいますので、取材も積極的にお受けしているところでございます。 

下段は、海域モニタリングについてでございます。本年４月より、発電所近傍を含む福島

県沖の海域で、トリチウムを中心に採取点や頻度を拡充してモニタリングを開始しておりま

す。今後、測定結果を速やかに、かつ安全基準や過去の変動範囲を明示するなど、分かりや
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すい形で公開したいと思います。また、農林水産事業者や自治体の関係者の方々に測定の状

況をご確認いただくなど、客観性・透明性にも確保してまいりたいと思います。 

６ページをご覧ください。様々な機会を捉えた関係者とのコミュニケーションについてで

ございます。当社は、全社を挙げて首都圏をはじめ地域の皆様や、関係する皆様に、処理水

に関わる安全対策、風評対策等をご説明し、ご意見をお伺いする取組を進めております。そ

の中で、当社が接点のある首都圏の流通関係者や小売り・飲食店の関係者を対象に、処理水

の安全性やトリチウムの性質等につきまして、ご説明を実施しております。発電所の視察の

勧奨についても、継続実施しておりまして、廃炉の取組や現状を知っていただくよう努めて

おるところでございます。 

下段は、国内外への理解醸成の取組です。特に海外向けには英語版をはじめ、中国語・ 

韓国語版の処理水ポータルサイトを公開しまして、順次、内容の充実を進めております。ま

た、国とも連携させていただいて、海外メディアや各国の大使館向けのご説明を、或いは会

見、こういったものを実施してまいりましたが、今後、海外メディアに向けて、定期的に記

者会見を実施していく予定でございます。 

７ページをご覧いただきたいと思います。こちらは、ＡＬＰＳ処理水の放出に伴う損害賠

償の検討状況です。当社は、風評影響を最大限抑制するべく対策を講じた上でもなお、風評

被害が生じた場合には、その損害を迅速かつ適切に賠償させていただく所存でございます。  

損害賠償に関する検討状況でございますが、風評被害の確認の方法につきましては、ご請

求者様に極力ご負担をおかけしないよう、まず、当社にて各種の統計データ等から風評被害

の有無を推認する方法を考えております。 

風評被害の算定方法につきましては、損害算定の基準とする年や、或いは新型コロナウイ

ルスの影響の考慮方法など、現在、具体的に検討をしておるところでございます。 

今後、関係団体の皆様のご意見をお伺いして、より具体的な内容につきまして検討を進め、

それぞれの地域・業種の実情に応じてご相談をさせていただきながら、賠償基準を年内目途

に公表できるよう取り組んでおるところでございます。なお、年内目途の公表に先立ちまし

て、できるだけ早い時期に検討状況をお示しできるよう、きめ細かな情報発信に努めてまい

りたいと思っております。 
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８ページをご覧いただきたいと思います。トリチウムの分離技術についてでございます。

将来、実用化された場合、これが将来実用化された場合、環境に放出されるトリチウムの量

を低減できる技術ということになります。当社は、昨年５月から、世界中から世界各国から

当該技術の公募を行いまして、これまで、国内外から合計１１０件のご提案をいただきまし

た。二次評価、これを通過した件数は１４件となっております。このうち９件につきまして

は、フィージビリティスタディの参画の意向を確認しまして、現在、面談結果を踏まえた秘

密保持契約文書の調整を各社と行っているところです。今後、数か月以内に、この契約を締

結しまして、具体的な作業に入ってまいりたいと思っております。現時点では政府が実施し

たトリチウム水タスクフォースにおきます評価を超えるような提言はございませんが、今後

もご提案等に対する、フィージビリティスタディをですね、提案者の方と協力して実施して、

実用化の可能性を探ってまいりたいと思っております。 

９ページをご覧いただきたいと思います。最後に、ＡＬＰＳ処理水の希釈設備の状況につ

いてでございます。冒頭にも触れましたが、本年の７月２２日に原子力規制委員会から実施

計画の変更認可をいただきました。その後、８月２日には事前了解をいただいて、８月４日

から工事を開始しております。当社は、来年の春頃の設備設置完了に向けて、安全を最優先

に取り組み、その状況については適宜お伝えしてまいるところでございます。 

また、先ほどご説明させていただきました理解醸成の取組を含めまして、各自治体様の安

全確認、ＩＡＥＡのレビュー等に真摯に対応し、客観性・透明性を確保することで各国内外

からご信頼をいただけるよう取り組んでまいります。引き続き、皆様のご懸念やご意見をお

伺いし、当社の考えや対応について説明を尽くしてまいりたいと思います。 

資料の１０ページは、処理水の希釈設備の工程表です。 

１１ページは、それらを全体の絵で示したものとなりますので、ご参考いただければと思

います。 

当社からのご説明は以上となりますが、今後も宮城県の皆様のご意見をしっかりお伺い 

しながら、当社の取組を継続・拡大してまいります。併せて、皆様の処理水に関するご懸念

について、ご説明を尽くしご理解を深めていただけるよう全力で取り組んでまいる所存でご

ざいます。以上でございます。 
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【座長（村井 知事）】 

はい。ありがとうございました。 

それでは、ただ今から、今説明していただいた内容について、ご意見、ご質問等いただき

たいと思います。 

大変恐縮です。もう時間が１２時オーバーしてしまいましたので、ご意見のある方、挙手

をお願いしたいと思います。 

それでは、お願いいたします。はい。寺沢さんお願いします。 

 

【宮城県漁業協同組合 寺沢 代表理事組合長】 

ではまず、今の説明に対してなのですけど、まずは、今一番にありました宮城県産の消費

拡大についてなのですが、今までやった内容であり、実績、今後の取組に対しての目標であ

ったり計画、そういったものをできればお示しいただければと思います。 

全国で全国の水産物、今までどれぐらい販売してきたのか。そのうち福島、宮城県の部分

はどれぐらいあるものか。そういったところをちょっと、実績をですね、今日でなくても構

いませんので、その辺を報告いただければと思います。 

 

【座長（村井 知事）】 

全員聞いてからにします。 

他に、挙手をお願いいたします。 

よろしいですか。それでは、それに対する回答をお願いいたします。 

 

【東京電力ホールディングス株式会社 髙原 常務執行役 福島復興本社代表】 

はい。髙原でございます。今すみません。誠に申し訳ないことに、ちょっと実績等につい

て手元に持ち合わせておりませんので、改めてご説明に上らせていただきたいと存じます。 

ただ、お示しをさせていただきました取組については、これを兎に角、面的に広げて、拡

充して、継続していくことが何より大事だと思っております。色々ご指導いただくことはあ
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ろうかと思います。また改めてご相談を色々させていただきたいと思います。 

ありがとうございました。 

 

【座長（村井 知事）】 

はい。それでは、国に対する、先ほどの回答に対するご質問、ご意見でも結構でございま

すので、また、東京電力に対しても結構でございますので、国又は東京電力に対して何か更

に発言したいという方は挙手をお願いいたします。 

はい。お二人ですね。まず寺沢さんからお願いします。 

 

【宮城県漁業協同組合 寺沢 代表理事組合長】 

先ほどの回答の中でですね、処理水の地層処分ですか、関しまして色々場所あったりです

ね、それで規律があって、それから噴出、漏れたりという話なのですけども、元々海に直接

流すもので大丈夫ならば、地層で別に漏れても問題ないのじゃないですか。やはり、我々素

人だからそうなのかもしれないのですけど、やっぱりその辺は、では海洋放出と地層の部分

が、何が違うのと言ったら、やっぱりそこはお金っていうか予算の問題上、そうなっている

のかなっていう思いはあります。 

あと、先ほど、そういったリース事業であったり、色んなものに対して予算がということ

で、色々話は聞くのですけども、今回、この処理水に対しては、風評対策であったり色んな

ものは、政府、国が一丸となってやるということですので、そこはその予算がどうのこうの

っていうのではなくて、まず、やるべきところには、そこはしっかりと予算を確保していた

だいて、国が責任を持ってやるということですので、そこ、我々の思いというか、我々に対

してのそういう支援とか、そういったものに対しては、まずは政府一丸、国が一丸となって、

その予算とかっていう言い訳はなしに、是非やっていただきたいと思います。 

 

【座長（村井 知事）】 

ありがとうございます。 

小野寺さんお願いします。 
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【宮城県食品輸出促進協議会 小野寺 会長】 

端的にお願いします。 

先ほどもお話しさせていただきました。海外のバイヤーさんが、日本に来られて商談をさ

れています。宮城県産については買っていただけないという購買の状況があります。何故か

と言いますと、風評により例えば、香港であれば香港の皆さんに商品を出しても、なかなか

購入していただけない状況が続いております。ですから、販売の入口のところが全然噛み合

っていないのですね。１０年経っても、変わっていない。ですから、商品の購入が可能とな

るよう、リスク回避のところにバイヤーさんへの支援策を使うとか必要です。宮城県産品を、

例えば香港で売るにしても、風評の障壁は中々強いものがあり販売が進まない。是非その辺

をですね、１０年経っても変わらないという状況、その風評状況をですね、突破するために

バイヤーさんに対する支援策を是非お考えいただきたい。 

 

【座長（村井 知事）】 

はい。それでは、それに対する回答をお願いします。 

 

【内閣府 須藤 福島原子力事故処理調整総括官】 

寺沢組合長からお話のあった地層処分の関係でございます。この議論の中で大きなポイン

トが、シミュレーションとモニタリングの可能性であります。どう流れるかというところの

予測ができるか、或いはその予測に基づいてちゃんと測れるかというところがポイントでご

ざいます。それが、海洋放出が確実であったということでありますけれども、組合長がおっ

しゃっているのは正にそこが、冒頭お話がございましたように何の責任もない漁業者が、辛

い目に遭うのは納得できないということかと思いますので、そこの部分は我々忘れることな

く、漁業者の皆さんはもちろんですけれども、漁業者の皆様が心配なのは、消費者が分かっ

てくれるかということだと思いますので、消費者への理解醸成、それから実際に先ほどお叱

りございましたけれども、具体的な販路開拓、或いはがんばる漁業はじめとして、安心して

なりわいを継続していって大丈夫なのだというところを、実績をどんどん積み上げていきた
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いと思っております。この辺り、足らざる点あると思いますけれども、是非密に連携させて

いただく中で、成果を上げていければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

それから、対策は政府を挙げてというのは、ご指摘のとおりでございまして、そのために

閣僚会議が設けられております。海洋放出を決めた閣僚会議の下に、風評対策と安全対策の

ための閣僚会議と、閣僚会議の下に閣僚会議というのは普通無いのですけれども、これは政

府全体を上げてやるようにという、霞ヶ関全体への指示でありますし、大臣の方々の正に責

任、内閣としての責任が示されているということでありますので、もちろん予算には決めら

れた上限あるのかも知れませんけど、どう工夫していくかというところが問われているとこ

ろだと思いますので、運用面含めてしっかり活動していきたいと思いますので、また、ご指

摘いただければと思います。 

それから、輸出促進協議会さんからのお話でございます。これ少しまた個別に、是非打ち

合わせをさせてください。まだ理解が足りてないところがあるようにも感じましたので、バ

イヤーの皆さん方にきちんと理解をしていただく、或いは食材を使っていただく方々に、理

解をしていただく。特に、香港という名指しがありましたので、どういうところがネックに

なっているのか、私達は私達なりに分析していますけども、まだまだ足りないというご指摘

ですので、少し個別に是非ご相談をさせていただければと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

 

【座長（村井 知事）】 

はい。ありがとうございました。 

他にこの機会。どうぞ。マイク、マイクで。 

 

【宮城県産地魚市場協会 佐々木 会長】 

産地魚市場の佐々木です。先ほど須藤さんの説明で、国の安全宣言の件で私質問しました

ら、安全性の問題と安全宣言は、また別問題っていうようなお話があったように、私は聞き

取ったのですけれども、安全性が確保されるのと安全宣言は別問題っていうふうな捉え方で

よろしいのですか、それとも、それはもう少し詳しく説明して欲しいのですけど。 



52 

 

【内閣府 須藤 福島原子力事故処理調整総括官】 

安全性についての審査は、原子力規制委員会が行っていました。設備の工事に対してです

ね。これからまた、使用前検査をいたします。従って、安全性能検査は独立した機関がしっ

かり表明をしていきます。従って、これが安全宣言という表現ではないですけど、安全性の

チェックが国として責任を持ってやっていきます。私が申し上げたかったのは、安全だから

良いでしょという世界ではないでしょうということでございますので、やはり安全が伝わっ

ていくためにきちんと理解醸成を進めていく、或いは皆様方が安心してこのなりわいを続け

ていくという、そういう安心感を持っていただくことも大事だと思いますので、安全性は科

学的にきっちりやっていく。それに加えてお気持ちの問題含めてですね、政府として責任を

持ってやってまいりますというのが先ほどのお答えの趣旨でございます。 

 

【宮城県産地魚市場協会 佐々木 会長】 

じゃあ、安全宣言はいつ頃出すか、全く分かりませんか。 

 

【内閣府 須藤 福島原子力事故処理調整総括官】 

すみません。繰り返しになるのですが、安全宣言という言葉ではないですけれども、安全

性については原子力規制委員会が責任をもって出していく、審査をして更に使用前検査をし

て、物事が動いていくと。こういう仕組みでございます。 

 

【宮城県産地魚市場協会 佐々木 会長】 

放水が終了するまでは、安全宣言は出せないということですか。 

 

【座長（村井 知事）】 

あの国としてはですね、もう安全だということは言い切っているのですよね。ただ、安全

宣言というふうな言葉を使うかどうかだけの話で、国としては安全だと言い切っている。私

も安全だと言い切っているというふうに理解しているのですけれども、ただ、そうは言って
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も安全だから何もやらなくていいでしょうではなくて、風評被害が実際発生してしまうので、

しっかり対応してくれということだというふうに私は受け止めてはいるのですけれども。安

全宣言という表現をどこでどう出すかとか、また難しい問題があるのでですね。安全である

ということは、もう国は責任を持って言い切っているというふうに受け止めていただいてい

いのではないかな。 

 

【内閣府 須藤 福島原子力事故処理調整総括官】 

安全は大前提で動いてまいります。 

 

【座長（村井 知事）】 

他にどうでしょうか。よろしいですか。 

はい、それでは皆さんのご意見も踏まえまして、一言私から申し上げたいというふうに思

います。 

今日は、時間を１５分もオーバーしてしまいましたけれども、皆さん熱心に意見を出して 

いただきまして、参加者の皆さんどうもありがとうございました。また国からも、また東京

電力からも、わざわざ県外から足を運んでいただいたことに感謝を申し上げたいというふう

に思います。 

我々、連携会議といたしましては、あくまでも海洋放出反対でございます。できれば海洋

放出以外の対策を考えていただきたい。これは終始一貫、変わることはございませんので、

それをしっかりと胸に止めておいていただきたいというふうに思います。引き続き、海洋放

出以外の方法を、是非とも色々ご検討、多角的にご検討いただきたいと思います。 

しかし、その上で、来年の夏には海洋放出するという国の方針が決まっている以上はです

ね、被害を最小限にしなければならないと思います。 

今日いただきました国の考え方、また東京電力の考え方につきまして、我々今日、私はこ

の立場でお話を聞いておりましてですね、駄目だと、やり直せと、ゼロだという意見はなか

ったというふうに受け止めております。総じて、皆さん前向きに一生懸命頑張っていただい

ていることを、一定の評価をしつつもですね、まだ不安であると。更に深掘りをして欲しい
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というような意見だったというふうに思います。海外に対するアプローチ然り、また検査体

制にしても然り、また今度、制度の拡充を図っていただくことになるようでありますけれど

も、そういったものについて詳細を知らせていただいていない。私も実は、不安なのですけ

れども。あの不安な点があります。それは、今ここではですね、何でもやりましょう、一生

懸命やりましょうと言われていても、実際始まってしまって海洋放出が始まったら、当然皆

さんあまりお越しにならない。そして我々が色々要望を言ったら、そういう約束はしていな

いということになるのではないか。それ非常に心配している訳であります。従って、海洋放

出が始まる前にですね、我々がある程度納得できるようなですね、より具体的なものを是非

とも詰めていただきたいというふうに思っております。 

引き続きですね、今回第６回まで県が窓口になり、色々調整をさせていただきましたけれ

ども、次回の連携会議までに、今日いただきました意見を踏まえまして、更に詳細にですね、

皆さんと詰めてまいりたいというふうに思っております。 

今日、参加者の皆さん、引き続き県が窓口になって調整していくということについては、

ご理解いただいてよろしいでしょうか。よろしいですよね。じゃあ引き続きですね、調整い

たしまして、一定程度、方向がまとまったならば、第７回目の連携会議を開催するというこ

とにさせていただきたいというふうに思っております。 

今日は、時間が２０分位オーバーしてしまいました。大変申し訳ございませんでした。ど

うか、これからもよろしくお願い申し上げます。どうもありがとうございました。 

すみませんまだですね。それでは、これで議事を終了いたします。円滑な議事進行、ご協

力ありがとうございました。以上でございます。 

 

【司会（八鍬 原子力防災対策専門監）】 

それでは、以上をもちまして、第６回「処理水の取扱いに関する宮城県連携会議」を終了

いたします。本日は誠にありがとうございました。 

 


